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令和４年第３回足寄町議会臨時会議事録（第１号） 

令和４年５月１２日（木曜日）     

 

◎出席議員（１３名） 

   １番 多治見 亮 一 君   ２番 高 道 洋 子 君 

   ３番 進 藤 晴 子 君   ４番 榊 原 深 雪 君 

   ５番 田 利 正 文 君   ６番 熊 澤 芳 潔 君 

   ７番 髙 橋 健 一 君   ８番 川 上 修 一 君 

   ９番 髙 橋 秀 樹 君  １０番 二 川   靖 君 

  １１番 木 村 明 雄 君  １２番 井 脇 昌 美 君 

  １３番 吉 田 敏 男 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足 寄 町 長              渡 辺 俊 一 君 

足寄町教育委員会教育長   藤 代 和 昭 君 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総  務  課  長   松 野   孝 君 

福  祉  課  長   保 多 紀 江 君 

住  民  課  長   金 澤 眞 澄 君 

経  済  課  長   加 藤 勝 廣 君 

建  設  課  長   増 田   徹 君 

 

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者 

教  育  次  長   丸 山 一 人 君 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事 務 局 長              横 田 晋 一 君 

事 務 局 次 長              野 田   誠 君 

総 務 担 当 主 査   中 鉢 武 志 君 
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◎議事日程 

 日程第 １  会議録署名議員の指名＜Ｐ３＞ 

 日程第 ２  会期の決定＜Ｐ４＞ 

 日程第 ３  行政報告（町長）＜Ｐ４＞ 

 日程第 ４  報告承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（足寄町税条例の

一部を改正する条例）＜Ｐ５～６＞ 

 日程第 ５  報告承認第３号 専決処分の承認を求めることについて〔令和３年度足寄

町一般会計補正予算（第１５号）〕＜Ｐ６～８＞ 

 日程第 ６  議案第 ５１号 足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例＜Ｐ８～Ｐ９＞ 

 日程第 ７  議案第 ５２号 足寄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例＜

Ｐ９＞ 

 日程第 ８  議案第 ５３号 足寄町国民健康保険税条例の一部を改正する条例＜Ｐ９

～Ｐ１１＞ 

 日程第 ９  議案第 ５４号 令和４年度足寄町一般会計補正予算（第１号）＜Ｐ１１

～Ｐ３５＞ 
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午前１０時００分 開会 

 

◎ 開会宣告 

○議長（吉田敏男君） 全員の出席でござ

います。 

 令和４年第３回足寄町議会臨時会を開催

をいたします。 

ここで暫時休憩をいたします。 

午前１０時 １分 休憩 

午前１０時０３分 再開 

 

◎ 町長挨拶 

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。 

町長 渡辺俊一君から、招集の御挨拶が

あります。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） 議長のお許しを頂

きましたので、令和４年第３回臨時会の招

集に当たりまして一言御挨拶を申し上げま

す。 

後ほどの行政報告をさせていただきます

けれども新型コロナウイルスの関係でござ

います。町内においても新規感染者が４月

下旬から急激に増えております。道内でも

特に十勝管内については新規感染者が多い

状況が続いております。最近では帯広周辺

から郡部の方にも感染の拡大がされてきて

いるということが言われております。連休

で多くの人たちが移動したということもあ

りますので、その影響が今後出てくるもの

と考えられますので、まだまだ油断の許さ

ない状況が続くと考えているとこでありま

す。 

これまでもお願いしているとおり、基本

的な感染拡大防止対策について、今後も引

き続き御協力のほどよろしくお願いをした

いと思います。 

また、４月下旬に町内で野火ですとか、

林野火災など５件が発生しております。春

先空気が乾燥して強風が吹き、火災が発生

しやすい時期でもございます。火災の主な

原因として、ごみ焼き、たばこの火の不始

末などが考えられておりますが、５月は無

煙期間となってございます。町民の皆様に

も今後火の取扱いに十分注意していただけ

ればと思っております。 

町といたしましても防災無線などで啓発

活動を行っているところであります。 

さて、本日御審議いただく議案でござい

ますけれども、税条例の一部改正と、補正

予算の専決処分の報告承認、条例改正３

件、補正予算１件を予定してございます。

御審議賜りますようよろしくお願い申し上

げ御挨拶とさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

◎ 開議宣告 

○議長（吉田敏男君） これから、本日の

会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りです。 

 

◎ 会議録署名議員の指名 

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、足寄町議会総合条例

第１８４条の規定によって、１番多治見亮

一君。２番高道洋子君を指名いたします。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 榊原深雪君。 

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） 

本日開催されました第３回臨時会に伴う

議会運営委員会の協議の結果を報告いたし

ます。 

会期は本日５月１２日から１６日までの

５日間とし、このうち５月１３日から１５

日までの３日間は休会となります。 

本日５月１２日は、最初に町長から行政

報告を受けます。 

次に、報告承認第２号から報告承認第３
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号、議案第５１号から議案第５２号、議案

第５４号を即決で審議いたします。 

議案第５３号は、提案理由の説明を受

け、質疑を行った後に、文教厚生常任委員

会に付託し会期中の審査といたします。 

以上で、議会運営委員会の協議結果の報

告を終わらせていただきます。 

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 会期決定の件 

○議長（吉田敏男君） 日程第２ 会期決

定の件を議題といたします。 

 お諮りをいたします。 

 本定例会の会期は、本日から５月１６日

までの５日間にしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、会期は、本日から５月１６

日までの５日間に決定をいたしました。 

なお、５日間のうち１３日から１５日ま

での３日間は、休会にしたいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認め

ます。 

よって、３日間は休会に決定をいたしま

した。 

 

◎ 行政報告 

○議長（吉田敏男君） 日程第３ 行政報

告を行います。 

 町長から行政報告の申出がありましたの

で、これを許します。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） 議長のお許しをい

ただきましたので、行政報告を申し上げま

す。 

十勝管内においては、４月以降、新型コ

ロナウイルス感染症の新規感染者が過去最

多となるなど急速に感染が拡大しており、

本町におきましても北海道のホームページ

で公表される感染者数が４月２４日から３

０日までの１週間において８人、５月１日

から７日までの１週間において６２人と感

染者数が増加している状況となっていま

す。 

この感染拡大に伴い、町所管施設におい

ても新型コロナウイルス感染症の感染が判

明していますので、その状況等について御

報告いたします。 

まず、認定こども園どんぐりの感染状況

ですが、４月２７日に園児１人の感染が判

明しました。北海道の示す感染の可能性の

ある方のリストアップの方法により確認し

たところ、園内に感染の可能性のある方は

いませんでした。 

次に、４月２８日に１人の園児が感染し

ていることが判明し、感染の可能性のある

方の確認をしたところ、職員１１人及び園

児４３人が感染の可能性のある方に該当す

ることになったことから、該当者に５月４

日までの自宅待機を要請しました。 

その後、５月１日に園児２人、５月２日

に職員７人と園児８人、５月４日に職員１

人と園児２人の感染が判明し、再度感染の

可能性のある方を確認し、必要に応じて自

宅待機を要請しました。 

また、５月６日には園児１人、５月９日

には職員１人と園児４人、５月１０日に園

児１人の感染が判明しており、４月２７日

から５月１０日までの合計で職員９人、園

児２０人の感染となっております。 

感染については、園内で感染した可能性

のほか家庭内等における感染拡大もあるこ

とから、園内での感染拡大防止のため、４

月３０日から５月７日まで、家庭での保育

が可能な場合については自宅での保育をし

ていただくようお願いし、保護者の皆さん

の皆様の御協力を頂いたところです。 

また、５月９日以降は、通常保育を行っ

ていますが、感染または自宅待機により勤
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務可能な職員が減少していることから、可

能な場合は５月１３日まで自宅での保育に

御協力いただくようお願いをしておりま

す。 

なお、５月５日以降は、園内での接触に

よる感染の可能性のある感染者は発生して

いない状況ですが、当面の対応として、こ

れまでの感染防止対策に加え、各学年単位

での保育の実施や各種行事の延期等を行

い、感染拡大防止と感染予防を図ることと

しております。 

次に、足寄小学校における感染状況です

が、５月に入って児童の感染判明件数が増

加しており、５月１日から１０日までの感

染者は児童１９人、職員１人となっており

ます。 

感染判明時には北海道の示す感染の可能

性のある方のリストアップの方法により確

認を行っており、感染の可能性のある職

員、児童はいませんでしたが、風邪症状等

の多い学級に関しましては、５月２日から

６日までの間、学級閉鎖としました。 

その後も体調不良者が多くいたことか

ら、５月３日から８日までの間、学校閉鎖

とし、感染拡大防止を図っております。 

なお、学童保育所につきましては、小学

校の学校閉鎖とあわせて閉所とし、児童館

は５月２日から７日まで休館の対応を取っ

ております。 

足寄中学校においては、５月１日から５

月１０日までの感染者は生徒９人となって

おりますが、基本的な感染拡大防止対策を

図って運営をしております。 

引き続き、感染された方や関係者に対す

る不当な扱いや嫌がらせ、差別、偏見につ

ながることがないよう、町民の皆様の御理

解と御協力をお願いしています。 

また、北海道における新規感染者数は依

然として高い水準にあることから、防災行

政無線やホームページにより町民の皆様に

基本的な感染防止対策を図るよう呼び掛け

を行っております。 

次に、新型コロナワクチンの追加接種へ

の取組状況について御報告いたします。 

本町における３回目のワクチン接種につ

きましては、２月から集団接種により実施

していますが、５月９日現在、令和３年１

月１日の人口に対する足寄町の接種率は５

９．３０％、北海道の接種率は５５．３０

％となっております。今後も医療機関の御

協力を頂きながら、希望する方が接種でき

る体制を整えていきたいと考えておりま

す。 

また、４回目の追加接種につきまして

は、国は３回目のワクチン接種完了から５

か月以上経過した６０歳以上の方及び１８

歳以上６０歳未満の基礎疾患のある方で追

加接種を希望する方に接種を行うこととし

ていることから、本町においては、集団接

種を中心に実施方法等の検討を行ってお

り、今後追加接種実施に向け、町内医療機

関と詳細について協議を行っていきます。 

現段階では、６月に高齢者施設等入所者

等への接種を行い、７月に一般高齢者等へ

の接種を開始する予定で、ワクチンの供給

状況を確認しながら、円滑な接種ができる

よう体制を整備していきます。 

なお、事業実施に必要な経費につきまし

ては、本臨時会に補正予算を計上しており

ますので、御審議賜りますようお願い申し

上げます。 

以上、本町所管施設における新型コロナ

ウイルス感染症の感染状況等について御報

告いたしましたが、今後におきましても、

国や北海道などの関係機関との連携を密に

し、感染拡大防止の徹底に、全力で取り組

んでまいりますので、御協力いただきます

ようお願いを申し上げ、行政報告とさせて

いただきます。 

○議長（吉田敏男君） これで行政報告を

終わります。 

 

◎ 報告承認第２号 

○議長（吉田敏男君） 日程第４ 報告承
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認第２号専決処分の承認を求めることにつ

いて、足寄町税条例の一部を改正する条例

の件を議題といたします。 

本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

住民課長 金澤眞澄君。 

○住民課長（金澤眞澄君） ただいま議題

となりました、報告承認第２号専決処分の

承認を求めることについて、提案理由の御

説明を申し上げます。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、下記のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定によりこれを報告し、議会の

承認を求めるものでございます。 

 専決処分書、足寄町税条例の一部を改正

する条例を次のとおり専決処分する。 

 専決処分の理由は、地方税法等の一部を

改正する法律、及び関係政省令が令和４年

３月３１日に公布され、原則として令和４

年４月１日から施行されたことに伴い、足

寄町税条例の一部を改正する必要が生じま

したが、緊急を要し、議会を招集する時間

的余裕がなかったため、令和４年３月３１

日付けで専決処分をしたものでございま

す。 

主な改正点につきまして、新旧対照表に

より、ご説明申し上げます。 

 ４ページをご覧願います。 

附則第１０条の２の各項の改正は、固定

資産税の特例措置について、法附則第１５

条第２項第１号の改正、繰り上がりにより

引用している条項の整備で、第２項で「３

分の２」を「１０分の７」に改め、第１７

項を新たに加え、附則第１０条の３に第６

項として１項を加え、５ページのとおり、

項の繰り下げが行われるとともに、第８項

と第１０項で文言の改正を行っておりま

す。 

附則第１２条第１項は、コロナ禍による

景気回復を進めるため、商業地における固

定資産税の負担調整を行うため、令和４年

度中は１００分の２.５とする文言を追加す

るものでございます。 

そのほかの改正につきましては、法律等

の改正に合わせ、所要の規定の整備を行う

ものです。 

 １ページにお戻りください。 

 附則として、この条例は公布の日から施

行し、本年４月１日から適用するものでご

ざいます。 

 以上で提案理由の説明とさせていただき

ますので、よろしく御審議のほど、お願い

申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

これで討論を終わります。 

これから、報告承認第２号専決処分の承

認を求めることについて、足寄町税条例の

一部を改正する条例の件を採決をいたしま

す。 

この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

したがって、報告承認第２号専決処分の

承認を求めることについて、足寄町税条例

の一部を改正する条例の件は、原案のとお

り承認されました。 

 

◎ 報告承認第３号 

○議長（吉田敏男君） 日程第５ 報告

承認第３号専決処分の承認を求めることに
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ついて、令和３年度足寄町一般会計補正予

算（第１５号）の件を議題といたします。 

本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

総務課長 松野 孝君。 

○総務課長（松野 孝君） ただいま議題

となりました、報告承認第３号専決処分の

承認を求めることについて、提案理由の御

説明を申し上げます。 

６ページをお願いいたします。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、下記のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により、これを御報告し御承

認をお願いするものでございます。 

専決処分書、令和３年度足寄町一般会計

補正予算（第１５号）を別紙のとおり３月

３１日付けで専決処分をしたものでござい

ます。 

理由につきましては、令和３年度末にお

いて、町税、地方譲与税、新型コロナウイ

ルス感染症対策地方税減収補填特別交付

金、地方交付税、積立金等の変更によりま

して、予算を補正をする必要が生じました

が、議会を招集する時間的余裕がありませ

んでしたので、地方自治法第１７９条第１

項の規定により専決処分をしたものでござ

います。 

専決処分をした内容について御説明申し

上げます。 

７ページをお願いいたします。 

令和３年度足寄町一般会計補正予算（第

１５号）。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１億３，１６８万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ９７億８５８

万７，０００円とするものでございます。 

歳出から申し上げます。 

１４ページをお願いいたします。 

第２款総務費、第１項総務管理費、第２

目、基金積立金におきまして、減債基金積

立金といたしまして１億４，１５８万円を

計上いたしました。 

第４款衛生費、第１項保健衛生費、第３

目患者輸送車管理費におきまして、患者輸

送車といたしまして９９０万円を減額いた

しました。 

次に、歳入の主なものについて申し上げ

ます。 

１１ページへお戻りください。 

第１款町税、第１項町民税におきまし

て、個人及び法人町民税、合わせて４２５

万円を計上いたしました。 

第２款地方譲与税、第１項自動車重量譲

与税におきまして、自動車重量譲与税とい

たしまして５７２万３，０００円を計上い

たしました。 

第２項地方揮発油譲与税におきまして、

地方揮発油譲与税といたしまして４００万

円を計上いたしました。 

１２ページをお願いいたします。 

第７款地方消費税交付金におきまして、

地方消費税交付金といたしまして、４７８

万６，０００円を計上いたしました。 

１３ページをお願いいたします。 

第１０款地方特例交付金におきまして、

新型コロナウイルス感染症対策地方税収補

填特別交付金といたしまして１，５８５万

７，０００円を計上いたしました。 

第１１款地方交付税におきまして、特別

地方交付税といたしまして１億１６６万

３，０００円を計上いたしました。 

第２２款町債におきまして、へき地患者

輸送車整備事業債、過疎債でございますが

７９０万円減額いたしました。 

８ページへお戻りください。 

第２表地方債補正といたしまして、変更

１件をお願いいたしました。 

以上で、提案理由の御説明とさせていた

だきますので、御審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

１１ページをお開きください。 



― 8 ― 

１１ページから１４ページ、歳入歳出一

括で行います。 

質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） それでは８ページ

にお戻りください。 

第２表地方債補正変更１件、質疑はござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 全体に対する総括

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君）  

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

これで討論を終わります。 

これから、報告承認第３号専決処分の承

認を求めることについて、令和３年度足寄

町一般会計補正予算（第１５号）の件を採

決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

したがって報告承認第３号専決処分の承

認を求めることについて、令和３年度足寄

町一般会計補正予算（第１５号）の件は、

原案のとおり承認をされました。 

 

◎ 議案５１号 

○議長（吉田敏男君） 日程第６ 議案第

５１号足寄町特別職の職員の給与並びに旅

費及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例の件を議題といたします。 

本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

総務課長 松野 孝君。 

○総務課長（松野孝君） ただいま議題と

なりました、議案第５１号足寄町特別職の

職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例について、提

案理由の御説明を申し上げます。 

１５ページをお願いいたします。 

本条例の改正につきましては、令和３年

度人事院勧告に基づく国家公務員の給与改

定に伴い、これに準じまして町長等の特別

職及び町議会議員の期末手当について、改

正するものでございます。 

改正内容について申し上げます。 

第４条第１項中１００分の２２２．５を

１００分の２１５に改めるものでございま

して、手当の支給月数について、６月期及

び１２月期をそれぞれ０．０７５月分引下

げ、年間支給月数を４．４５月から４．３

月に０．１５月分引き下げるものでござい

ます。 

次に、第８条第２項の表中、１００分の

２２２．５を１００分の２１５に、１００

分の１３３．５を１００分の１２９に、１

００分の６６．７５を１００分の６４．５

に改めるものでございまして、町議会議員

につきまして、在職期間に応じた手当の支

給月数を改めるものでございます。 

なお、附則におきまして、第１条でこの

条例は公布の日から施行することとし、第

２条で令和３年度の引下げ分につきまして

は、国家公務員の取扱いに準じまして、本

年６月の期末手当から減額をすることで調

整を行うこととする特例措置を定めている

ものでございます。 

１６ページに新旧対照表を添付してござ

いますので、御参照ください。 

以上、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから、議案第５１号足寄町特別職の

職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の件を採決を

します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立で

す。 

したがって、議案第５１号足寄町特別職

の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例の件は、原

案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第５２号 

○議長（吉田敏男君） 日程第７ 議案第

５２号足寄町職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例の件を議題といたしま

す。 

本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

総務課長 松野 孝君。 

○総務課長（松野孝君） ただいま議題と

なりました、議案第５２号足寄町職員の給

与に関する条例の一部を改正する条例につ

いて、提案理由の御説明を申し上げます。 

１７ページをお願いいたします。 

本条例につきましては、令和３年度人事

院勧告に基づく国家公務員の給与改定に伴

い、これに準じて職員の期末手当について

改正をするものでございます。 

改正内容について申し上げます。 

職員の期末手当の支給月数を引き下げる

条例改正案につきましては、先の第１回定

例会に御提案をして議決を頂いております

ので、今回の改正案につきましては、附則

に第４条として、令和３年度の引下げ分に

つきましては、国家公務員の取扱いに準じ

まして、本年６月支給の期末手当から減額

することで調整を行うこととする特例措置

の規定を加えるものでございます。 

附則におきまして、この条例は公布の日

から施行することとしております。 

１８ページに新旧対照表を添付しており

ますので御参照ください。 

以上、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから、議案第５２号足寄町職員の給

与に関する条例の一部を改正する条例の件

を採決をします。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

したがって、議案第５２号足寄町職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例の

件は、原案のとおり可決されました。 
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◎ 議案第５３号 

○議長（吉田敏男君） 日程第８ 議案第

５３号足寄町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例の件を議題といたします。 

本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

住民課長 金澤眞澄君。 

○住民課長（金澤眞澄君） ただいま議題

となりました、議案第５３号足寄町国民健

康保険税条例の一部を改正する条例につき

まして、提案理由の御説明を申し上げま

す。 

お手元の議案書１９ページをお開き願い

ます。 

このたびの改正は、令和４年３月３１日

に地方税法の一部を改正する法律、及び地

方税法施行令の一部を改正する政令が公布

され、国民健康保険税の基礎課税分、及び

後期高齢者支援金等課税額の限度額が引き

上げられたことに併せまして、国民健康保

険は平成３０年４月から都道府県単位化さ

れたことに伴い、本町は北海道が示した標

準税率に沿って税率の見直しを行いました

が、それ以降、税率の改定は行っておら

ず、人口減等による被保険者の減少や所得

の変動に十分対応できていない状況となっ

ております。 

また、北海道では、令和１２年度に統一

保険料での賦課を目指しており、町として

それに向けて基金を活用して町民の負担が

過度にならないよう配慮しながら段階的な

引上げが必要と考えていることから、令和

４年度において、国民健康保険税率の改定

を行いたく、国民健康保険税条例の一部改

正について提案するものでございます。 

なお、国民健康保険税率の改定につきま

しては、令和４年２月２１日から２月２５

日の間で書面開催されました、足寄町国民

健康保険運営協議会に諮問され、適当との

答申を受けていますことを申し添えさせて

いただきます。 

それでは、新旧対照表に沿って御説明申

し上げます。 

初めに、地方税法の一部が改正されたこ

とに伴う改正について、御説明させて頂き

ます。 

２０ページをご覧願います。 

第２条第２項及び第３項の改正は、基礎

課税額と後期高齢者支援金等課税額の限度

額を引き上げる改正を行うものでございま

す。 

２１ページをお願いします。 

第２３条第１項の改正は、第２条に規定

する課税限度額を引用していることから、

同じく限度額を引き上げております。 

以上が、地方税法の一部が改正されたこ

とに伴う改正となります。 

続きまして、国民健康保険税率の改定に

係る御説明をさせて頂きます。 

戻りまして２０ページをご覧ください。 

第３条の改正は、基礎課税額に係る所得

割の按分率を、第４条の改正は被保険者均

等割の額を、第５条第１号は世帯別平等割

の額を改正するものでございます。 

第６条は後期高齢者支援金等課税額に係

る所得割の按分率を、第７条は被保険者均

等割の額を、第７条の２は世帯別平等割額

の額を改正するものでございます。 

２１ページをお願いします。 

第８条で所得割の按分率を、第９条の２

で世帯別平等割の額を改正するものでござ

います。 

第２３条第１項第１号から第３号は、介

護納付金課税分の均等割、平等割を改正す

ることで、７割、５割、２割軽減の軽減額

が変わるため、その額をそれぞれ改正し、

同条第２項第１号は、未就学児に係る均等

割額を、同項第２号は後期高齢者支援金等

課税額に係る均等割額についての軽減額を

改正するものです。 

１９ページにお戻りください。 

この条例は公布の日から施行し、４月１

日からの適用としますが、令和３年度以前

の国民健康保険税については、従前による
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ものとする経過措置を設けております。 

以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、よろしく御審議のほどお願い

申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

これで質疑を終わります。 

ただいま議題になっております、議案第

５３号足寄町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例の件は、文教厚生常任委員会

に付託し、会期中の審査とすることにした

いと思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

したがって、議案第５３号足寄町国民健

康保険税条例の一部を改正する条例の件

は、文教厚生常任委員会に付託することに

決定をいたしました。 

なお、本件は会期中の休会中に、審査の

上、報告をお願いをいたします。 

 

◎ 議案第５４号 

○議長（吉田敏男君） 町長から提出され

ました、議案第５４号令和４年度足寄町一

般会計補正予算（第１号）に伴う予算説明

資料について、追加資料配付の申出があり

ましたのでこれを許します。 

これより配付をいたします。 

ここで暫時休憩をいたします。 

午前１０時５０分 休憩  

午前１１時０７分 再開  

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ会議を

再開をいたします。 

日程第９ 議案第５４号令和４年度足寄

町一般会計補正予算（第１号）の件を議題

といたします。 

本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

総務課長 松野 孝君。 

○総務課長（松野孝君） ただいま議題と

なりました、議案第５４号令和４年度足寄

町一般会計補正予算（第１号）につきまし

て、提案理由を御説明申し上げます。 

補正予算書の１ページをお願いいたしま

す。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

３億７，２５４万３，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９

８億３，２１７万４，０００円とするもの

でございます。 

歳出から御説明申し上げます。 

８ページをお願いいたします。 

第４款衛生費、第１項保健衛生費、第２

目予防費におきまして、新型コロナウイル

ス感染症ワクチン接種事業といたしまし

て、職員手当等のほか、医師等への謝礼や

委託料など、合わせて９４２万８，０００

円を計上いたしました。 

第４目環境衛生費におきまして、足寄町

営温泉浴場新築事業といたしまして、足寄

町営温泉浴場施設新築工事監理業務委託料

３５８万５，０００円。足寄町営温泉浴場

施設新築工事請負費３億７７万３，０００

円。浴場施設の新築工事に伴い支障となり

ます、電柱移設工事負担金３５０万円をそ

れぞれ計上いたしました。 

なお、浴場施設新築工事請負費につきま

しては、これまで議会にお示ししていた金

額、約２億１，２００万円が約９，０００

万円増の約３億８０万円となってございま

す。 

大きく増えた要因につきましては、主に

原油価格の上昇や急速に進む円安ドル高の

影響によりまして、建設資材価格の高騰を

受けたものでございまして、詳細につきま

しては、本日追加で配付をさせていただき

ました予算説明資料を御参照ください。 
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また、６月召集の第２回定例会に補正予

算の計上を予定しております駐車場等の整

備を行う外構工事請負費につきましても、

これらの要因によりまして大きく増えるこ

とも予想されますので、あらかじめ御承知

おきくださいますようお願い申し上げま

す。 

続いて１０ページをお願いいたします。 

第６款農林水産業費、第１項農業費、第

４目畜産草地費におきまして、牛乳消費拡

大対策事業補助金といたしまして３１７万

４，０００円を計上いたしました。 

第１０款教育費、第５項保健体育費、第

２目総合体育館運営費におきまして、足寄

町営温泉浴場新築事業に関連する工事請負

費といたしまして、総合体育館温泉井戸改

修工事１，８０９万１，０００円。総合体

育館温泉設備工事３，３９９万２，０００

円をそれぞれ計上いたしました。 

なお、これらの工事請負費につきまして

も合わせて約３，０００万円の増となって

ございまして、先ほど御説明といたしまし

た要因のほか、詳細につきましては追加で

配付いたしました予算説明資料をご参照く

ださい。 

続きまして、歳入の主なものについて申

し上げます。 

６ページへお戻りください。 

第１５款国庫支出金におきまして、それ

ぞれ事業費見合いの国庫負担金及び補助金

を計上いたしました。 

第２２款町債におきまして、過疎対策事

業債といたしまして、足寄町営温泉浴場新

築事業債３億５，９９０万円を計上いたし

ました。 

２ページへお戻りください。 

下段になりますが、第２表といたしまし

て、地方債補正変更１件をお願いいたしま

した。 

以上で、議案第５４号令和４年度足寄町

一般会計補正予算（第１号）の提案理由の

説明とさせていただきますので、御審議の

ほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） 町長の方から追加

説明あるとしたらお願いします。 

町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） 本来ですとこの入

浴施設の関係でかなり事業費が大きくなっ

たということで、全員協議会ですとか、そ

ういう今までも全員協議会などを開催しな

がらやってきましたので、本来でいくと全

員協議会等を開催したいなと思ったのです

けれども、なかなかそういうタイミング、

時間的な余裕、そういったものがなく、今

回の予算の提案ということになりました。 

そして、今までの予算説明資料だけで

は、なかなかこの高騰の金額が上がったと

いうことについての理解を頂く部分につい

てはこれだけでは不足だというふうに考え

まして、今回追加の予算の説明資料、追加

をさせて頂いたということであります。 

前回３月１５日に全員協議会を開催して

いただいて、その中で概要について説明を

させていただいてきたところでありますけ

ども、その後、一、二か月の間に急激に物

価の高騰があったということで、金額が上

がってきたということでありまして、当初

私たちとしても２億、全体としても３億ぐ

らいの中でできるのかなというふうに思っ

たところでありますけれども、今回ご覧頂

いたように１億円以上の金額が上積みしな

ければならないということであります。 

内容的にはこれまで説明してきた内容を

変更するわけではなく、要するに整備をす

るって言ってきたものを中身を豪華にする

だとか新たなものを加えるということでは

なく、今まで３月の全員協議会の中で説明

してきた内容のものを造るために、３月の

段階では３億円ぐらいでできるというもの

が、今、この時点では４億以上の金額にな

るということでありますので、内容とかそ

ういったものについての変更は行ってござ

いません。強いて言うならば図面なんかを

見ていただくとサウナの座る位置がちょっ
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と変わったぐらいで、内容的には全く変

わっておりません。 

そのようなことで資料について説明をさ

せていただきたいなと思います。 

御手元に先ほどお配りさせて頂いた、浴

場の整備事業費増の要因についてというこ

とで資料について説明をさせていただきた

いと思います。 

一つ目の事業費でございますけれども、

前回と今回の事業費の変化について表にし

てございます。 

変わったところは、設計監理の前回約３

３０万円が３６０万円ということで３０万

円増加になっています。 

それから建設事業でありますけども前回

約２億１，２００万円ということで御説明

させていただきましたけれども、先ほど予

算の提案にもありましたように約３億８０

万円ということで８，８８０万ほど金額が

上がっているということになります。 

それから附帯事業費でありますけどもこ

の下に米印で書いてありますけれども、総

合体育館の温泉設備の工事費ですとか、井

戸の改修費、それから外構設計、外構工

事、備品購入等で、前回約７，３００万円

ということで御説明していたところであり

ますけども、約１億２１０万円ということ

で、２，９１０万円ほど増加になっている

ということであります。 

合計で前回は３億７０万円ぐらいという

ことで説明させて頂いたところであります

けれども、今回の予算の提案については、

４億２，５２０万円ということで、１億

１，８２０万円増になっているということ

であります。 

事業費増の前回と比較しての要因であり

ますけれども、まず⑴の足寄町営温泉浴場

施設新築工事でありますけども、事業の前

回事業費を算出して以降、３月以降でその

後の急激な社会情勢の変化によって物価が

高騰をしてきているということで、ここに

４つの要因を書いてございます。 

一つ目には、世界の木材需要が急激に増

える中、資材やコンテナ不足による木材関

連価格の高騰ということ。 

それから二つ目には、原油需要が急激に

増える中、供給不足による原油高による物

価の上昇。 

それと３点目は、２月２４日にロシアの

ウクライナ侵攻による世界的な資材資源不

足による物価の高騰。 

そして四つ目には、令和４年１月からの

急激な円安による輸入材価格の高騰という

ことで、こういう４つの原因が重なって、

特にうちが今整備するこの入浴施設だけで

はなく、ほかのものも全部ひっくるめて全

体的な物価の高騰が今あるという状況に

なっております。 

次の右側の上の方に書いてあります①②

③を要因とする約２０％を超える物価の高

騰によって約５，０００万円。それから急

速に進む円安による原因、それを要因とす

るものについて約４，０００万円。合わせ

て約９，０００万円の事業費増になるとい

うことであります。 

ですからこの４つの要因を含めて８，８

８０万円ということで、最初に表で書いて

ありますけれども、約９，０００万近い事

業費の増となったということであります。 

それから⑵番目の総合体育館温泉井戸改

修工事、これについても６５０万円ほど事

業費増となっています。これについては、

事業費増の内訳として汲み上げ深度を変更

して、汲み上げ量を安定化のための揚湯管

を新設ということで、その後②番目でポン

プの電圧変換トランスを設置ということ

で、今までお湯を汲んでいた井戸のところ

にポンプが設置されているわけであります

けども、揚湯管って言ってお湯を汲み上げ

るときの管なのですけども、これを大きく

する。それから電圧を変更するということ

でトランスを設置するというようなことで

合わせて６５０万円増加となっています。 

このことによってポンプを少し深く設置
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するのと、それからポンプの能力といいま

すか、それも少しアップするということ

で、お湯をこれまで以上に安定的に少し多

く量を汲み上げることができるようになる

ということであります。 

それから⑶番目の総務体育館温泉設備工

事いうことで、これについては道立の総合

研究機構の調査をしていただいて、お湯の

温泉の量だとかそういったものをいろいろ

と試験してもらったのですけども、今まで

の中ではそういう流量計って言いますか、

どのぐらい汲み上げて、どれだけの量使っ

ているっていうのが全く把握されていな

かったということもあって、やっぱりそう

いうものをつけてきちんと、何ていうのか

モニタリングっていうのですかね、そうい

うことをしていかなきゃなんないですよと

いうようなことも言われておりまして、そ

ういうことで管理制御システム、そういう

ものをやっぱりきちんと設置した方がいい

ですよと。そのことによって、お湯が急に

減ったりだとか増えたりだとかそういった

ようなことをきちんと的確に把握しながら

管理ができるということと、それともう一

つ、既存の廃熱利用の熱交換器が温泉です

のでいろいろとスケールがたまってきて、

目詰まりがするということでお湯の流れが

悪くなるというようなことが今までもずっ

と起きていまして、そのことによって熱交

換の効率がよくないということがございま

して、今回それを薬液によって、そういう

スケールがなるべく付かないようにする。

そういう装置を追加して、それによって温

泉の方に流れてくるお湯についても熱交換

するのですけども、そこでの熱効果も効率

よくなりますし、それからプールの方にも

行くお湯もありますので、そういった部分

の熱交換も効率がよくなりますし、それか

ら、維持管理といいますか、目詰まりを掃

除したりだとかする、そういったものも少

なくできるのではないかという効果がある

のかなというふうに考えておりまして、そ

れに２，３００万円ほど事業費が増になる

ということになってございます。 

そういうことでこの急激な物価の高騰、

それから、いろいろとそのシステム的な部

分で整備もあわせてやらせていただくとい

うことで、トータルすると１億１，８２０

万円の増となるということになりました。 

財源の内訳でありますけれども、事業費

として４億２，５２０万円で、財源の内訳

でありますが、過疎対策事業債４億７５０

万円。これが前回のときには２億８，９３

０万円ぐらいの金額になっておりました。

３億なってなかったのですけども、これが

４億を超える金額になってしまったという

こと。それから公共施設建設等基金という

ことで１，７７０万円。これについては前

回の説明と同じ額でありますけども、そう

いうことで過疎対策事業債を使わせていた

だくことにして、事業費増になった分につ

いても、この起債で賄うということで考え

ているとこであります。 

１億円以上も金額が上がるといったこと

を、私どもも想定してなかった部分で、急

激な物価の高騰ということであります。 

元々３億円ぐらいでやるって言ったのが

４億になりますよってことで、事業どうし

ましょうか、ということもちょっと考えま

した。金額もかなり増えたということで一

旦中止をして、もうちょっとこう物価が落

ち着く状況になるのを待つという方法も一

つあるかなと考えましたが、いつこの物価

が、この高騰が収まるのかと言った部分を

考えますと、なかなかいつになるというこ

とがなかなか言えないのではないかなとい

うふうに思っています。 

今、円安の状況もなかなかこれはきっと

もって、すぐには収まらないでしょうし、

それからソ連のウクライナとの戦争も長期

化するのではないかと言われています。 

戦争が終わったとしても、その後すぐに

今までと同様に資材が原油だとかそういっ

たものが入ってくるかっていうと、きっと
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そうはならないだろうということなどを考

えてみますと、ここで１億円金額事業費上

がったからということで、一旦中止すると

いうことではなくて、待っていても今より

も安くなるという保証は全くないのかなと

いうふうに思っておりました。 

そんなことも考えていくと、今回１億と

いう大きな金額が上がったということもあ

りますけれども、事業については、やって

いった方が良いのではないかと考えて、今

回の予算の提案ということにさせていただ

きました。 

急に説明ということになったものですか

ら、十分に説明出来たかどうかわかりませ

んけれども、御説明とさせていただきたい

と思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏男君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 ８ページをお開き下さい。歳出から始め

ます。款で進めます。第４款衛生費、質疑

はございませんか。 

 ３番。 

○３番（進藤晴子君） 今温泉浴場のこと

で、町長の方からお話いただいて、大変理

解できるところで大変な時期になったなと

思うのですけれども、この額がこれからど

んどんどんどん上がってくるっていうよう

なことは予測できるのでしょうか。 

そこがちょっと気がかりなので、説明し

てください。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） 実施設計をやって

頂いた会社の方といろいろ御相談をしなが

ら、今の社会情勢の中でいくと今後どう

なってくるのか分からないっていう部分が

あって、この金額で本当に大丈夫なので

しょうかということで、いろいろとお話を

しています。 

ある程度これから急激にまた変化が、社

会情勢が変わっていくっていうことがもし

かしたらあるかもしれませんけども、そう

大きく変わらなければこの金額でいけるの

ではないかということで実施設計をやって

頂いた会社の方からは言って頂いていま

す。 

ただ先ほど申し上げましたように、建築

資材だとかそういった部分はある程度この

予算の中に含まれて出ていますけれども、

土木関係の方、外構の工事、そういった部

分のところまで行っていませんので、外構

だとかそういった部分では、もしかすると

予算が少し増える可能性はあるのかなとい

うふうに思っています。 

いずれにしても今の状況が大きく変わら

なければ、多分、多分って言い方もあれで

すけど、大きく予算が変わるってことはな

いのかなというふうに思っています。 

今回のこの予算がもしも通過、採択して

いただければ可決させていただければ、こ

の後入札とかってことになるのですけれど

も、入札をするためにはやはり業者さんた

ちがこの価格で、この後きちんとできるの

かどうなのかっていうのを十分に把握しな

がら、入札に参加していただけるかなとい

うふうに思っています。 

そういう中で、本当にその先がどうなっ

ていくのかっていうのはなかなか見通せな

い中で、入札がどうなるのかっていう部分

もちょっとありますけれども、基本的には

この価格でやれるという具合に思っている

ところであります。 

この予算が通れば、この予算の中で入札

をさせていただくような形になりますの

で、それがもしもこの価格でちょっと出来

ないよっていうことになると、また、この

話はまた変わってくるかもしれないなとい

うところがあります。 

ただ、先ほど言ったように設計をして頂

いた会社の方が、少しある程度、ある程度

ゆとりっていうか、これからの状況も見な

がら、見て頂いた金額ということで御理解

頂ければな、という具合に思っています。 
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以上です。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） ある程度予測した

上で少し余裕を持った金額っていうふうに

とらえてよろしいでしょうか。ということ

ですよね。今のお話では、はい、わかりま

した。 

ありがとうございます。 

○議長（吉田敏男君） 他に質疑ございま

すか。 

９番。 

○９番（髙橋秀樹君） 今回の浴場整備、

やはり１億２，０００万、この増というの

は非常に大きいというふうに思います。３

８％以上のものが上がっている。まして

や、またこれから外構工事等でお金が積み

上がっていくという結果がここに出てきて

いる。 

これですね、町長もさっきおっしゃって

いましたけれども、事業の凍結という考え

をね、ちゃんともう１回持ってもらっても

良いのかなというふうに思っております。 

コロナ禍において建設屋さんも非常に大

変な御苦労をなされている。そして、なお

かつウクライナ情勢の中で物価が高騰して

きていると。これ本当に建設するに当たっ

て、あとこれから６か月後に、実際設計変

更という形でお金がまた上がらないとも限

らないというような状況になっているのだ

と思います。 

ですからこういうことを踏まえてやは

り、今回のいろいろ汲み上げだとかポンプ

だとかというところも、ここは多分事業を

構築する前からある程度予測が出来たとこ

ろの設計だったと思います。 

もう少ししっかりと実施設計のところで

揉んでいただくと言ったら変なのですけれ

ども、着工の方を伸ばすような形で進めて

いくのも一つではないかなというふうに考

えているのですけど、その辺はどのように

お考えでしょうか。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） お答えをいたしま

す。 

先ほども申し上げましたけれども、この

金額が上がったことによって１億という大

きな金額が上がったということに伴って、

本当にこの事業としてどうしたらいいか

なって１回中止した方がいいのかなという

考えもちょっとありました。 

いろいろと設計事務所の方だとか、それ

から役場の中でも、いろいろこう検討しま

したけれども、やはり先ほど申し上げまし

たけれども、ここでやらないでいくと、や

らないで後に延ばしたときに本当にその物

価がいつ落ち着くのか、ということだとい

うふうに思います。 

現状でいけば先ほど申し上げましたよう

に、コロナは多分少しずつ収まっていま

す。コロナは話なかっですけど、コロナは

少しこう収まっていくと、またこういろい

ろ動き出す。そういった部分でもやっぱり

物価としては上がっていくだろう、という

具合に思いますし、それからウクライナの

関係も、これは長期化するよってなると、

この状況っていうのはまだまだ続きます。

そして、先ほど言いましたように戦争が終

わったとしても、じゃあその前に戻るの

かっていうと、あれだけウクライナの中で

物が壊されているような状況の中、それか

らウクライナ国民たちもまた戻ってそこで

また再開するってことになると、またかな

りの時間かかりますし、それからロシアも

この経済制裁だとかを受けている中で、戦

争やめましたって言って、それじゃそのま

た元に戻るのかっていうと、これまたきっ

と元に戻らないだろう。ですので、そうい

うことを考えますとやっぱりかなりの時間

がかかるだろうという具合に思っていま

す。 

それから円安の関係ですけども、円安の

関係も、いろいろ詳しくは分からないです

けどテレビなどを見ていると、なかなかそ

の円高に持ってけるような日本の状況では
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今ないというようなことを言われています

し、また１年２年、こういうような状況が

続くのではないかなと。ちょっとなかなか

先を見たときにどうなのだって言われる

と、はたして私がこうですっていうのはな

かなか言い切れない部分もありますけれど

も、いろんなことを考えていくと決して先

に延ばしたからといって、良い状況になっ

ていくというところがなかなか見えないな

というように思っています。その設計会社

の方ともいろいろ話ししている中では、

やっぱりそういうような話でした。ですか

ら、今仮にこの４億になったから一端中止

して、少し物価落ち着くまで待ちましょ

うって言って待っているとまたさらに上が

る可能性もありますよということですね。 

そういったことを考えていくとやはりや

る時期、いろいろちょっとこう迷う部分も

ありますけれども、やはり今やっていた方

が、やった方が良いのじゃないかなという

結論に達して今回の予算提案ということに

なりました。 

高橋議員が今おっしゃられるように、本

当に一旦立ち止まって、もう一度見直すべ

きなんじゃないのかっていうことも、当然

考えまして、いろいろこう検討した結果の

判断ということで御理解頂ければなという

ふうに思っております。 

以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ９番。 

○９番（髙橋秀樹君） 町長の心情よくわ

かります。しかしですね、やはり４億円、

４億２，０００万、これ４億５，０００万

ぐらいになっちゃうのかなと。なおかつ、

多分人件費も高騰という形で、今後の運営

費も多分年間で１，０００万以上のものが

いくような形になっていくと。コロナ禍に

おいて、入浴施設を利用する方々の減少と

いうのは、これはもうやむを得ないという

中で、４億円以上もの町税を使って進んで

いくという事業に対して、果たして本当に

これでいいのかなというような気持ちにも

なります。 

いろいろやはり物価の高騰等々ございま

すけれども、そういう部分も踏まえた中

で、やはり何だろうな、もう、再構築をし

ていただけるようなことを考えていくとい

うのも一つの、私は方法ではないかなと。 

結局、なんだかんだといってこれ町民の

負担になっていくものであります。やはり

基本設計があって、実施設計があって、今

回の形になってくるという形になる中で、

今回は１２月からのスタートでした。やは

りそういうことを、ゆっくりと時間をかけ

た中で、町民のコンセンサスを得た中で、

やはり進めていくべき事業であろうという

ふうに私は考えています。 

やっぱりそういうことを考えて、今後、

建築費がこれ以上上がる可能性、まだまだ

上がる可能性もあるのだけど、あと例えば

何か月したら、ある程度収まってくる可能

性もあるわけですよね。そこのところの見

合いっていうのは分からないわけですよ

ね。 

ですから、そういう期間を、もう一度立

ち止まった中で、実施設計の部分を１年ぐ

らい取っても、僕はおかしくはないのかな

というふうに思っているのですけれども、

いかがでしょうか、町長としては。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） やはり私どもとし

ては、議会の皆さんの御意見頂きながら、

そして中身についても、全員協議会など開

催しながら、一定程度、完璧に理解して頂

いたということではないかもしれませんけ

れども、一定程度議会の皆さん方ともお話

をして、こういうことで中身を詰めてきて

いるというふうに思っています。 

ですので、そういうことも踏まえて、町

民の皆さんなどにも、中身的にはちょっと

薄かったかもしれないですけども、広報だ

とかでもお知らせをしながら、意見なども

頂きながら、そういう形で進めてきている

ところであります。 
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そういうことで進めてきているというこ

とでありますので、一定程度こう、確かに

時間的には短かったのかもしれませんけれ

ども、基本設計実施設計やりながら、そし

て、議会の皆さんとも全員協議会等で意見

交換しながら、そして、広報で町民の皆さ

んからも意見を頂きながら、そういったこ

とで進めてきているところでありますの

で、内容的には、これからまたさらに、実

施設計だとかそういった部分で詰めるとい

う話でも、中身的にはそう大きく変わらな

いのではないかなというふうに考えていま

す。 

それと予算の関係で１億も、１億以上も

増えるという状況の中で、果たして本当に

この今、建設する時期なのかということで

ございますけれども、先ほど申し上げまし

たように、確かに何か月かしたら落ちてく

るかもしれませんし、何か月かしたらまた

さらに増えてくるかもしれないという状況

なのかなというふうに思っていまして、な

かなか先行きが見通せない状況の中で、い

つまでもお風呂を造らないでいるというこ

とが町民の人たちの、もちろん全員ではな

いですけど、本当にお風呂を必要とする人

たちがいる中で、そういうことで先送りを

していくということが、果たしていいのか

どうなのかということも含めて考えていき

ますと、やはりこの時期、皆さんに御理解

頂いて建設に向けていきたいなと考えてい

るところであります。 

以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ９番。 

○９番（髙橋秀樹君） 全員協議会だと

か、いろいろ今までの間、約６か月間ぐら

い、５か月間ぐらいですか、その間にいろ

いろこの事業についてけんけんがくがくや

らさしていただきました。 

ある程度コストを抑えた中で、やっぱり

町民が喜んでいただけるものでお風呂が現

状ない方、その方にとって１番重要なもの

は何なのだということで、私も一生懸命考

えさせて頂きまして、賛成という形を取ら

さして頂いております。 

この事業に対して私は反対をするつもり

は基本的にはありません。しかし、事業費

が１億円以上上がってきて、いやいやまだ

まだ実際どこまで上がってくるか分からな

いぞという状況の中で、そこのところで、

はいそうですね、という形で物事をこの事

業費でオーケーですよね、というようなと

ころに至れるかと言われるとクエスチョン

です。はっきり言いまして。基本的にここ

まで上がってくるとは想定も実はしていな

かったです。その中でいきなり多分他の議

員さんもそうだと思うのですけども、何日

か前に議案書を渡されて、あらなんだろう

なこれ、というようなことが多分率直な意

見だというふうに私は思っております。 

その中で皆さん、非常に多分悩まれるこ

とであろうと思います。やはりこういうこ

とを、やっぱり根回しと言わないですけど

も、ある程度全員協議会の中でけんけんが

くがくさせて頂いた中で、やっぱりやって

いただくのが僕は筋だったのかなというふ

うにも考えております。 

その辺について、町長どのように、思い

があったのか、再度、お聞きしたいと思っ

ております。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） 先ほど１番最初に

申し上げましたけども、この金額、こう上

がったっていうことを実施設計して頂いた

設計会社の方から聞いたときに、こんなに

上がるのかという率直な思いでありまし

た。 

先ほど言いましたように、本当にこの金

額こんなに上がって本当にいいのかなと。

一旦やっぱり、ここで立ち止まった方がい

いのじゃないのかなとかいうのも、考えま

した。いろいろ考えた結果こういう結果に

なったのですけれども、そういうことでい

ろいろ考えながら進めてきたというところ

であります。それで、あと本当は全員協議
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会も開催しながら、金額がこんなに上がっ

ていますよと、内容が変わったわけではな

くて、単純に資材だとかそういったもの

が、物価が上がったっていうことで１億円

も上がっているんですよって言ったところ

で、御説明する機会を本当は設ければよ

かったかなという具合に思ったのですけれ

ども、実をいうとなかなかその実施設計か

らこんなに上がりました。実施設計自体は

３月に工期がありますので本当はもう

ちょっと金額は低いです。だけどこの時期

になって、またさらにぐっと上がってきた

よって言ったところで、実施設計やって頂

いた会社の方が、実は実施設計よりもまた

さらに上がっていますということで説明に

来ていただいて、こういう金額になったと

いうことで、本当にそれを聞いたときに果

たして本当に、こんな金額でいいのかなっ

ていうふうには思ったところなのです。率

直なところ本当にどうかなという具合に

思ったところです。 

ただ先ほども言いましたように、そうい

うことも全部ひっくるめて考えて、トータ

ルで考えたときに、やはりやるのはやっぱ

り今なのかなというふうに考えたところで

あります。 

議会の方にも、やはり全員協議会だと

か、そういうのを開いて説明すべきだとい

うふうに思ったのですけれども、なかなか

時期的に議会の皆さんに集まって頂くって

いう状況もちょっとなかったものですか

ら、本当は今日だとか前段に本当そういう

時間を設けてもよかったのかもしれないの

ですけども、なかなかそういうことにもな

らなくて、また、この議会の中で、この議

場の中でこういう話をするというのをやっ

ぱり必要なことなのかな、というように前

に高橋議員さんからの、障がい者の施設の

ときに言われたこともあって、何でもかん

でも全員協議会でやればいいっていうこと

ではないのかなと。実際にこうやって上

がって金額が上がって町民の皆さんが、何

でこんなに上がったのだって思われている

のを、議会何もしてなかったのかって思わ

れるよりは、やっぱり議会の中でもきちん

と議論をしながら１億円は上がったけど

も、いろいろ悩んだけども、でもやっぱり

建設するっていう方向になって議会の皆さ

んにも御理解して頂きながら、なったよっ

ていうことの方が、そういうこともやっぱ

りあってもいいのかなというふうに思った

ところであります。 

今までの僕の手法でいくと、手法って言

い方も変ですけど、全員協議会だとか開き

ながらけんけんがくがくと、比較的議場の

中っていうよりも、こうフランクに話がで

きるっていうそういう中でいろいろお話し

できた方がいいのかなと思っていましたけ

ども、そういうことも含めて議会の中で皆

さんから御意見いろいろ頂いて、本当に１

億も上がっていいのかというような意見も

議会の中ではありましたよと。だけども、

ここで御理解頂けるかどうかわかりません

けども、御理解いただいた中で建設という

ことになりましたよっていうことも、やっ

ぱり町民の皆さんに知って頂くことは大事

なことなのかなというふうに思っていると

こであります。 

ちょっと答えになったかどうかわかんな

いですけども、御理解いただければなとい

うふうに思っています。 

以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ９番。 

○９番（髙橋秀樹君） その時と場合とい

うのかな。事業の内容というのかな。そう

いうときに、全員協議会というのがうまく

機能されるのだと思います。 

今回のやつに関しては、もう設計段階で

もう全て、ある程度決まっていた中で、町

民のコンセンサスも得られたとは言わない

ですけども、ある程度、あそこにつくるの

だね、という形で大体３億円ぐらいなのだ

ねという形で、皆さんが納得されたところ

で事業が進んできている中で、いきなり３
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億だったものが４億になりましたと。はい

はいそうですか、それいいですねって、町

民の方が本当にそうやって思ってくれるか

どうか。 

やはりそういうのは、いや実を言うと

ねって先に、変な話、全員協議会でも開い

ていただいて私たち議員が何となくそうい

う上がるのだ。ある程度上がっていくの

だっていうのを町民の人たちにアナウンス

できるような、時間というのがあっていた

だいた方が、やりやすかったのかなという

ふうに実際的には思います。 

これ多分、誰もが見ても、何でこんなに

かかるのだ、という率直な意見を町民の皆

さんも思うと思います。そういう中で、や

はり、うまく議員を使ってくれとは言わな

いですけれども、ある程度そういう中で僕

たちがアナウンスできる部分はアナウンス

をしていく中で、進めて行かれる事業であ

れば良かったのかなというふうに思いま

す。 

多分本当に、もう寝耳に水じゃないです

けど、こういうやり方でいくのはちょっと

いかがかなというふうに思いますね。僕の

中では。どのように、あとはそれこそ議会

議員の皆さんの個人個人の御判断になって

いくとは思いますけれども、そういう部分

を含めた中でも、やっぱり町民の意見って

いう、この４億２，０００で本当に建てて

いいのかというのを、もう一度再度聞くい

とまがあっても、私はいいのかなというふ

うに思います。 

これが例えば２，０００万上がりました

とか３，０００万、まあしゃあないかと思

える金額であれば、いいかなと思いますけ

ど、やっぱりこれ、実を言うとこれ４億

２，０００万、下手したら４億５，０００

万なる可能性だってありますというところ

もアナウンスをせずに、このまま事業をし

ていきますっていうのも、私はいかがかな

というふうに思っております。 

その辺は町長どのようにお考えなのか、

お願いします。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） 確かに１億という

のはとてつもない大きな金額です。誰が見

ても１億っていうのはやっぱりインパクト

のある大きな金額になってくるのかなとい

うふうに思っています。 

ただ、今の経済状況等、一定程度理解し

て頂ければ、この１億上がったというのを

理解して頂ける方については理解して頂け

るのかなというふうに思っています。 

確かに、３億が４億ですから、３分の１

というか、そういう金額でいけばやはり本

当にそんなにお金かけて、どれだけその利

用されるのかっていうような意見だとか、

お風呂についても、町民の皆さんに喜んで

頂いている方もいらっしゃいますけども、

必ずしも全員が全員、風呂やっぱりなきゃ

なんないよねって言われている方ばかりで

はないのかなという具合に思っています。 

そういったことで考えていけば、１億も

こう増えるそういう金額の中で、果たして

それはいいことなのかと。足寄町にとって

将来的にとっていいのことなのか、という

ような意見もあるかなというふうに思いま

す。 

ただ、状況的にいけばやはり今までのお

風呂に対する要望、町民の皆さん方の要望

だとかそういったものも踏まえていけば、

やはりここで１億円上がった、金額が大き

いけれども、今の社会情勢の中で考えてい

くと、先ほど言った４つの要因などもあっ

て、金額が大きいけれどもやはりそのぐら

いの金額が上がってしまったということ

で、また、やった後でも本当はやる前にき

ちんと説明をしていかなきゃならないとこ

ろでありますけども、今後も、そういうこ

とを町民の皆さんにも御理解いただきなが

ら、だけど金額上がったけれども、やっぱ

り必要な施設としてお風呂を造ったのだよ

ということで、町民の皆さんに御理解いた

だくようなことになるのかなというように
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思っているとこであります。 

以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） 時間になりました

ので、ここで昼食にしたいと思います。１

時再開といたします。 

ここで暫時休憩をいたします。 

午前１１時５８分 休憩  

午後 １時００分 再開  

休憩を閉じ会議を再開をいたします。 

 衛生費の第４款、他に質疑はございませ

んか。 

１０番。 

○１０番（二川 靖君） 今の温泉浴場の

ことでいろいろ議論になっておりますけれ

ども、私はこの間、一般質問等々含めまし

て、温泉施設を建ててほしいということ

で、一般質問をさせて頂いていますし、い

ろんな場面で議論に参加させていただいて

います。 

ちょっと心配なのは、町の広報でいわゆ

る温泉施設については図面を載せてこう

いった方法でこうやって建てますよってい

うことが大々的に出されたということであ

りますよね。そういった中で金額的にもあ

れ示されていたというふうに思っていま

す。 

それで、心配なのは今回１億円以上増え

てしまうということで、今後もやっぱり建

設費に関わっては世界情勢を含めて考えれ

ば、まだ高騰しそうなのかなっていうこと

も考えられております。それで何を言いた

いかと言えば、やっぱり町民の中にも町長

がおっしゃるとおり、この温浴施設につい

ては賛否両論ある中で、やっぱり町民の理

解を得られるような良いものを、再度つ

くっていく、いかなきゃいけないのかなっ

ていう気持ちでいます。 

今、町長の言われている気持ちも十二分

に、わかっているつもりでもありますし、

先ほど、高橋秀樹議員が言われていること

も一理あるのかなと。それもあるのかなと

いうふうに思っていますし、今、実際はこ

の４億が５億にならないか、という心配も

ありますし、前回の質問のときも過疎債に

ついては、総務課長から金額があれば過疎

債増えていきますという答弁もあったとい

うことでありますけれども、いずれにして

も今の金額の中で収まっていただきたいな

というのはあるのですけども、これもまた

今後さらに上がっていくというふうになれ

ば、本当に過疎債がまた再度増えていくの

かなというふうに考えております。そう

いったことで、進めるということはよろし

いかなというふうに思うのですけれども、

そういったことでもう一度、何かの機会を

捉えて町民にこういった状況の中で、金が

かかっていくということをちょっとお知ら

せした方がいいのかな。高橋議員も先ほど

言ったように、そういったことで町民に知

らせる場っていうのはなかなかないという

ことで今回、議会の中でこういった議論が

なされているのは、多分今ユーチューブの

配信等々で聞いておられる方はいるのかな

というふうに思いますけども、そういった

方でない方が多いと思いますので、そう

いったことで再度、こういった状況の中で

お金がかかってきますよってことを、町民

に再度お知らせ願いたいなというふうに

思っておりますので、そこら辺ちょっとど

ういうふうに考えているのか、お聞かせ願

いたいというふうに思います。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） 町民の方たちにお

知らせするって言った部分でいくと広報だ

とか、そういう、なかなかこう、いろいろ

な方法あるにしてもやはり広報だとかって

いうのはやはり、町民の方たち、皆さんに

目に触れる部分なのだろうなというふうに

思っています。それで２月に、２月号だっ

たと思うのですけど、広報に載せまして、

その中でも予算については大体このぐらい

の金額ですよ。その当時ですからまだ概算

ではありますけどもそういうことで載せて

おります。 
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実施設計をやる段階でも議会でもお知ら

せしていますように、実施設計やった段階

で、また少し金額がまた変わってきますよ

というようなことでお話をさせて頂いてき

ております。 

そういうことで金額については、多少な

りともやはり変わる可能性ありますよとい

うことでは、お知らせはしているとこであ

りますけれども、今お話あるように１億円

以上も変わるというようなことは、当然の

ことながら、どなたも想定はしていないの

だろうというふうに思っています。 

それは私もこんなに増えるっていうふう

には思っておりませんでしたので、ほとん

どの方たちがこんなに増えるというのは思

われるところなんだろうというふうに思っ

ております。 

先ほど申し上げましたように実施設計を

やってく中で、実施設計をやって頂いてい

る会社の方たちにもいろいろ話、相談をさ

せて頂きながら、今回の金額については、

積算をして頂いていて、よっぽどの情勢の

変化がなければこの中で収まるだろうと言

われている金額であります。ただ、この

後、世界情勢だとかいろんな経済情勢だと

か、どうなってくるかはもう全くわからな

いという状況で、まさかソ連が戦争を始め

るなんてことだって、誰も想像してなかっ

たということだと思うのですね。だから、

この後どう変わってくるかってなかなかわ

からないところなのだろうというふうに思

います。 

そういった部分で金額がまた変わってき

ますよっていうことはありうるのかなとは

思いますけれども、ただ先ほど言ったよう

に今の段階で、今この予算を計上させてい

ただく段階でこれ以上に上がるという予定

というか想定はしておりません。ですので

これで収まるのだろうというふうに思って

います。 

広報の方法でありますけれども、やはり

最終的に実施設計も終わって２月にある程

度の概要については、広報などで御説明さ

せていただいていますけども、金額につい

てもこういう形で、想像以上にと言ったら

変ですけども、事業費として上がってきま

すよということについては、お知らせする

ことはできるのかなというふうに思ってお

ります。 

以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） １０番。 

○１０番（二川 靖君） 今、町長おっ

しゃるとおり、町長の発信力、アナウンス

という部分を期待しておりますので、町民

の方が理解できるようなアナウンスをして

頂きたいということだけ最後に申し上げて

おきたいというふうに思っています。 

以上です。 

○議長（吉田敏男君） 他に質疑はござい

ませんか。 

１１番。 

○１１番（木村明雄君） ここで、３億か

ら４億になってという事は、我々にとって

も大ショックだということであります。私

も３月議会の中で、私も温泉については前

向きな形の中で、もう何年も進めてきた経

過があります。そんな中で１億オーバーし

てしまったということについては、本当に

大変なことだ、残念だと思うわけでありま

すが、ここでやはり、基本設計、実施設

計、そして設計管理、それから用地取得、

これらについても、もう既に２，２００万

かけた形の中で、前向きな形の中で進んで

きたということはあるわけなのですよね。 

そこで私が１番お伺いをしたいというこ

とがあります。 

それは、町の財政そしてまた情勢そして

相対的に、これを町として見ていった形の

中で、これができるのかできないのか。こ

の内容について、やっぱりちょっとお伺い

をしたいと思います。 

これ例えば浴場ができた。浴場のおかげ

で足寄町が崩壊した、ということになった

ときは、これは取り返しがつかんわけで、
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これは私も残念だということで、これはや

はり、考えていかなければならないと思う

わけだけども、今ここでこうして何か月も

かけて計画立ててきたという形の中で、財

政が許すということであれば、これはやは

り進めていくべきでないのか、そういうふ

うに私は思うわけなのだけどその辺につい

て町長にお伺いをいたします。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） 財政の関係でござ

いますけれども、先ほど申し上げましたよ

うに、この建設事業費の中の財源内訳とし

ては、過疎対策事業費を４億ということに

なりまして、もともと３億弱ぐらいだった

のが１億増えるというような形になりま

す。 

これについては、過疎債ですから今まで

もお話しさせていただいたように、そのう

ち７０％については、償還の時点で地方交

付税の中に措置されるということになりま

すので、３０％ぐらいが町の持ち出しとい

うことになります。 

そして、また償還も１２年ということで

分割といいますか、その中で償還をしてい

くという形になります。ですから、１年１

年の償還の金額でいけば、少しずつ償還を

していくという形になりますので、毎年毎

年少しずつ償還額が増えますけれども、そ

の中で交付税も入ってくるというような形

で、大きく町の負担が増えるという形には

なっていかないのかなというふうに思って

います。 

それから運営していく上で、毎年毎年、

今の想定ではですね１，０００万円ぐらい

ということで言ってお話しさせて頂いてい

ますけれども、これも金額、最終的にどう

なってくるのかは、ちょっとまだわからな

いわけでありますけれども、まだ１，００

０万円ぐらいの運営費はかかるだろうとい

うように思っています。 

そういうものも毎年毎年の中で支出をし

てかなきゃならないという部分で、町の負

担にはなってきますが、そのことをもって

町の財政が非常に厳しくなると、それだけ

で厳しくなるということはないのかなと。  

全体的にいろいろそういうものが積み重

なって、毎年毎年必ず支払わなければなら

ない、その経常経費みたいなものが、そう

いう経費が増えていくということはありま

すけども、ただそれによって、いきなりそ

の町の財政が破綻するだとか、そんなこと

にはなりませんので、そこはやはり長い目

で見ながら、本当に財政状況どうなのかと

いうことも踏まえて、考えてきているとこ

ろです。 

今回の事業費が１億上がったからという

ことで、いきなり財政破綻にはなりません

し、それから当然のことながら、その償還

だとかそれから運営費だとか、そういった

ことも考えながら、最終的に建設をしてい

きましょうということになってきています

ので、御心配頂いている状況には直ぐにな

るということにはならないと思っておりま

す。 

ただ、将来的にずっと、もっとその１０

年とか２０年とか３０年とか、経っていく

と人口減少もしながら、というようなこと

も含めて考えていくと、財政的には必ずし

も大丈夫だよと言い切れないという部分も

もちろんありますけども、それは今段階

で、誰に聞いてもなかなか大丈夫ですよと

いうようなことは言えないのだろうと思い

ますけども、そういうことも含めて、今回

の建設をしてきますよという計画をずっと

これまで、全員協議会などでもお話しさせ

てきてもらっている中で、こう考えられて

きている中でありますので、事業費として

は増えていますけども、将来に渡ってきち

んと運営ができるということになっていく

のかなというふうに思っております。 

以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） １１番。 

○１１番（木村明雄君） ここで、今町長

の方から報告があったように、金がないか
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ら延ばしていくのだ。もしくは、これが９

月議会、もしくは１２月議会という形の中

で延び延びになっていくということになれ

ば、これ誰も反対している人はいないわけ

なのだけどもね。そこで、やはり伸びるこ

とによって、いろんな形の中で違ったまた

形が生まれてくる可能性ってあるわけだか

ら、これは個人の考えとしてはやはり、こ

こまで町長もそして皆さんが考えた形の中

で進んできたと言う事であれば先ほどから

も、いろいろな町長からの御意見があった

わけで、これやはり私は個人としてはやっ

ぱり今進めていくべきでないのかなと、そ

んなふうに考えているとこなんだけども、

この辺について、やはり町長の方からもも

う一度、本当の町長の考え方、そしてまた

進めていくことについて、やはりお伺いを

したい。それなりのやはり覚悟があって、

そしてまた考えがあって進もうとしている

わけだからその辺についてお伺いをしてお

きたいと思います。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） 今まで、高橋議員

さん方ともお話しさせていただいた中身

で、基本的には同じことなのだというふう

に思いますけれども、この施設が３億円に

なったら、今こう皆さんといろいろ議論し

てきて考えているものが、３億円になった

ら建てられるということで、物価が下がる

のをずっと待つということになると、いつ

になるのかちょっと正直言ってわからない

ところだというふうに思います。 

３億円とまでは言わないにしても、今よ

りももうちょっとこう安くできる状況にな

るまでって本当にいつになるか分からな

い。 

それは、９月議会だとか１２月議会だと

かっていう単位ではなくて、何年か先にな

るのだろうなというふうに思っています。

もしも３億円が限度ですよっていうことで

３億円以内で建てなきゃなりませんよって

いうことになると、本当にいつになるか正

直言ってわかりません。一度上がった物

価ってなかなかそう簡単に、どんどん下

がっていくかっていうと、あまりないとい

うふうに思っていますので、そういうこと

になると本当にいつになるのかなっていう

状況だというふうに思っています。 

そういった意味で、今回確かに１億も増

えてどうなのだということでお話いただい

ておりますけども、しかしながら今のこの

時期やらなければまたさらにこう上がって

いく。また金額、どんどん物価が下がって

いって３億円になるということはまず考え

られないだろうなあというふうに思ってい

るとこであります。 

そんなことも含めて、やはり今の時期１

億も上がったけれども、やらざるを得ない

のかなと、今やらなきゃなんないのかなと

いうそういう思いであります。 

以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） 他に衛生費につい

て質疑はございませんか。 

２番。 

○２番（高道洋子君） 予防費のことにつ

いてお伺いいたします。 

ワクチンの接種事業、４回目のというこ

とで９４２万８千円の予算が計上されてお

りますが、コロナ禍で最近よく聞くのは、

高齢者の女性なのですけども、高齢女性

が、今回４回目どうしようかと思うってい

う人が３回目のときに比べて結構いらっ

しゃるのですよね。相談受けるのですけれ

ど、よくよく聞いたらやっぱり近隣町村の

病院で影響受けて、いろんな、何いうか思

惑で、それが自分だけならいいのだけど、

帰ってきてから、足寄でそのことをまた宣

伝したり、こう言った、ああ言ったという

ことで、結構、私何を言っているかわかり

ますか。お名前言えないものですから、そ

ういうことでね、本当にその影響が結構足

寄にもあるのですね。本当に信じ込んでい

る人もいて４回目ワクチン打ったら癌にな

るよとか、そういう極端なことを、また信
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じているのですよ。そういうことでお友達

にも、それをいい情報だっていうことで教

えたりして、それで本当に今回も３回目が

５９％っていう先ほど報告がございました

けども、何か４回目、それともう一つは３

回まで打って、たまに後遺症がすごくひど

い人がたまにいるのですけど、その人の例

を聞いたり、それから本当にそんな人は、

まれなのですけども、そういうことで悩ん

でいるというか、もうそういう結論を出し

た人もいますし、そういうことを最近聞き

ます。相談も受けます。そういうことで、

４回目の接種については、もっときめ細や

かな、承知っていうか、普及っていうか、

徹底が大切かなっていうふうに最近感じる

のですけども、そんな情報、どうでしょう

か、入っていますか。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 福祉課長で

す。４回目の接種なのですけれども、３回

目の接種を受けた方が５０何％っていいま

すのは、全人口に対してですので、ただ１

１歳から１８歳の方も、まだこれから、１

１歳から１７歳まで、これからまだ打つ方

もいらっしゃいますので、もう少し伸びる

のかなっていうのと、６０歳以上の方に関

しましては、非常に高い３回目の接種率が

大体８２％ぐらいの方が対象者としては打

たれているのかなというところもあって、

今のところ３回目については、高齢の方に

ついては、接種率が結構伸びているってい

うか、接種していただいている状態だと

思っています。 

あと、ワクチンの反対をされている方

も、管内とか全国的にお医者さんとかい

らっしゃいまして、新聞に１面使って意見

広告を出されたりとか、いろんな活動をさ

れたりとか、あとはインターネットを通じ

ての、何ていうのでしょうかね、そういう

活動されているというのは見ておりますけ

れども、実際にはだから、打たないとかっ

ていうような話は、直接はお聞きはしてお

りませんけれども、３回目の接種４回目の

接種に当たりましては、ワクチンの打った

ときの効果ですとか、後遺症ですとか、そ

ういうものに関するワクチンの説明書を同

封させて頂いて、あと打つ方が希望される

かどうか、それを読んで頂いて、ご自分で

判断して頂くということになるかと思いま

すので、接種券を送付するに当たって、判

断できるような資料の方を配布したいとい

うふうに思っております。 

以上です。 

○議長（吉田敏男君） ２番。 

○２番（高道洋子君） ワクチン接種はあ

くまでも任意ですので、強制力はないと思

いますが、でも自分だけでは終わらずに、

もしその方がワクチンを打てない人がワク

チンになったときに波及、感染力ですよね

そのことを考えると、責任あるのじゃない

かなって、重篤な症状を持った人はともか

くとして、そういう人は打たないと思うの

ですけども、足寄町の病院にはそんな、反

対の先生いないのが本当にありがたいなと

は思っているのですけども、近隣町村さん

は大変困っていらっしゃるようにも聞いて

おります。そういうわけで、きめ細やか

な、皆さん高齢者の方わかりやすい文章で

同封して頂きたいということを要望したい

と思います。 

以上です。 

○議長（吉田敏男君） 他に質疑はござい

ませんか。 

９番。 

○９番（髙橋秀樹君） 関連で質問させて

いただきます。４回目の接種、これ実質何

月からやっていく予定ですか。あと、すい

ません３回目を受けて、実施、接種率とい

うかそこも一緒に、ちょっとお答えを願い

ます。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 福祉課長で

す。３回目の接種率につきましては、令和

３年１月１日の人口に対する接種率なので
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すけれども、５９．３％。全人口ですので

若い方とか小さい子供も含まれております

ので、対象になっていない方も含まれてい

ますがそういう率になっております。 

また、４回目の接種なのですけれども、

今後、医療機関と協議をして最終的に決定

する予定でおりますけれども、３回目接種

から５か月後、５か月経過後というふうに

なっておりますので、一般の高齢者の方は

２月から集団接種を開始しておりますので

５か月後ということで、一般の方は７月か

らの接種を予定しております。 

以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ９番。 

○９番（髙橋秀樹君） ２回目の接種率は

どうなったのでしょうか。３回目で大分低

くなっているような気もするのですけど。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 福祉課長で

す。２回目の接種率なのですけれども、同

じように全人口と比較したところ、２回目

の接種率は８２．８１％というふうになっ

ておりまして、こちらが５月９日現在の接

種率となっております。 

以上です。 

○議長（吉田敏男君） ９番。 

○９番（髙橋秀樹君） やっぱり３回目大

分落ちてきているという形になっています

ね。僕の周りでも、３回目は打たないかな

と悩んでいる方も非常に多くて、これ４回

目になると、もういいかなっていうような

形にもなりかねないのですけれども、町長

の行政報告の中でも、今現状、足寄町大分

出てきていますよ。先週の新聞が６２名っ

ていう感染者も出ております。人口割に対

して、これ、ちょっとステージⅢに入って

きたのかなっていうふうに、ちょっと私的

には思っています。現状これ対応策ってい

うのも、もう手の打ちようがないのであろ

うというふうに考えています。 

ですけどこの今回、僕も濃厚接触者、自

称濃厚接触者と言っていますけど、そうい

うような形になってしまいまして、１０日

間ほど人との接見をやめたというふうに

なって、たまたまゴールデンウイークで

あったので大分よかったかなというふうに

はあるのですけれども、これ現状で、飲食

業の人たちだとか、いろんな人たちに影響

が出ている。何でかと言ったら結局濃厚接

触者っていうの１人増えたらその周りにい

る人、何人もある程度の接触者という形で

認定、自分の自己判断で動かないようにす

るといった段階で、全く経済的動きが全く

なくなる。うちのお店の話をさせて頂くの

も変なのですけども、うちの店でも客数の

方はもうがくんと落ちているというような

現状になっている。今までね１回２回とこ

ういう事例、何年もやっている中で１番ひ

どい状況なのかな。これやっぱり足寄町の

中に、現実にコロナに感染した方が増えた

のだと。どこでいつどのように感染してく

るかわからないという状況になっている

と。 

その中で今後、町としてどのような対応

策を打っていくのか、そこのところをお聞

かせを願いたいと、そういうふうに思いま

す。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 福祉課長で

す。今、おっしゃるように町内の感染者が

増えている状況ですけれども、国それと北

海道からも、ゴールデンウイークも行動制

限がなかったということもありまして、国

全体的に行動を制限するようなことは、も

う現在、現段階ではもうやられていないわ

けですから、私たちも自分たちで気をつけ

ていくしかないのかなというふうに思って

おりまして、町民の皆さんにおきましても

どこで感染してもおかしくないというか、

感染が普通じゃないですけれども珍しくな

いような状況になっているところですの

で、防災無線で今呼びかけをしております

けれども、やはりご自分たちで基本的に対

策をまず家庭とかでとっていただくのが一
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つかなと思っています。 

あとは学校とかそういう町の所管施設に

おきましては、今までと変わらず感染防止

対策をとっておりますし、今回保育所でも

大人数出てしまいましたけれども、今まで

以上に、例えば分散保育をするとか、自分

たちでできる対策をとるように、今検討と

か進めておりまして、できる限り拡大をし

ないように、もし感染した人が出たとして

も、ほかに影響が広く及ばないように、い

ろんな対策をとっていくしかないのかなと

いうふうに、思っているところでございま

す。 

以上です。 

○議長（吉田敏男君） ９番。 

○９番（髙橋秀樹君） そうですね、本当

に幼稚園児のところで今感染が非常に進ん

でいる状況。やっぱり幼稚園児になるとそ

の親まで結局濃厚接触者という形になって

いく。これ幼稚園児だけじゃなくて、それ

こそ小学生も同じような状況で、どんどん

増える可能性がある。ましてや今度、高齢

者と一緒に住まわれている方であれば、そ

このところの対応策等々もうたっていかな

ければならない。 

隔離するって言っても、自宅療養であれ

ば、自分の部屋で大人しくずっとしていれ

ばいいのかというだけの話でもないってい

う可能性もあるし、それを現実どのように

やったらいいのか。私もあったのですけど

私の母が私のことを、いやあなたねといっ

て、様子をうかがいに来る。いや来るなと

言うのですけどやはりね、そういう御高齢

の方ってのが、そういう余り意識もなく、

来てしまうだとかねっていうそういう、

ちょっとしたこともちゃんとある程度対応

を、自宅療養のときはこういうふうにされ

た方がいいですなり、そういう自宅療養

キットじゃないけれども、配布をするだと

か、そういうところまできめ細かくやって

いってあげないと、本当に高齢者がいたと

きに非常にまた拡大していく可能性もある

のではないかなというふうに考えておりま

す。 

その辺についてはどのようにお考えです

か。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 福祉課長で

す。この前の保育所の感染のときに関しま

しては、例えば、感染の可能性のある方に

関しまして、お家でできるような感染の可

能性がある人がいるお宅では、このような

感染防止をしてくださいよというような文

書を配布したりとか、あとホームページ等

でも厚労省なりからも出ておりまして、町

からのホームージでも確認できるように

なっておりまして、情報はそういうふうに

提供はしておりますけれども、おっしゃる

ように何かそういう心配というか、そのい

ざなったときにちょっと分かりづらいのか

なというふうには思いますので、今後自治

会回覧とか何か周知できる方法があれば、

考えていきたいと思います。 

以上です。 

○議長（吉田敏男君） ９番。 

○９番（髙橋秀樹君） 濃厚接触者という

だけで、いろいろ制限をかけていくという

状況になっています。 

現状、足寄町がどうなっているのかとい

うのも、いろんなメディア等で調べて、全

く見えてこないのですよね。足寄町のホー

ムページを開いても、足寄町で何人かかっ

ている、何人かかっている職員が何人か

かっていますっていうのも、ホームページ

開いても、そこからややしばらくいろんな

ところを検索しながら行って初めて、職員

が何日に何人かかりましたっていうお知ら

せになっている。ではなくて、もっと情報

を開示するというやり方をとった方が僕は

いいのじゃないのかなというふうに思うの

ですけど、その辺はいかがお考えなので

しょうか。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 福祉課長で
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す。おっしゃるように町のホームページの

方で足寄町の所管施設、町職員それと、学

校なり保育所なりで町が把握できる分につ

いては公表させて頂いております。 

ホームページのトップページから入りま

して２回か３回ぐらいこう探していかない

と確かにご覧にはなれないのですけれど

も、重要なお知らせかどうかちょっとわか

りませんけれども、さらにちょっと見やす

くホームページの方で掲示できるかどうか

を確認したいと思います。 

なお、報道の方にも情報の方は流してお

りまして、新聞社の方からも公表をされて

いることがあるかと思います。 

以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ９番。 

○９番（髙橋秀樹君） 情報を流して頂く

だけですごく安心するのですよね。という

のはやっぱり、どの辺でどのぐらいの人数

がいるのだ、じゃこれで自分たちもちょっ

と行動制限をしようだとか、いろいろな情

報を自分たちで咀嚼しながら自分たちの行

動を決めていくという判断材料の一つにな

る。そういう、もう状態になっているの

で、もう基本的にはもう、僕らの世代とい

うのかな、僕らより下というのかな、それ

ちょっとわかんないけど、大分もうコロナ

に対して、なってもうしょうがないよね

と、いうようなイメージ的なものができ上

がってきている。行動制限もこれから多分

なくなってくるでしょうっていう、世の中

の流れがそういうような流れになってきて

いるのであろうという中で、やはり情報だ

けはね、やはりもう間近にきてるっていう

のはちゃんと認識をさせるような、今まで

はかかったらどうしよう、うつしたらどう

しよう。基本的にもうそういうことはもう

言っちゃタブーだし、いじめの対象になっ

てしまうっていうような風潮があったけれ

ども、今はもうそういう風潮が大分なく

なっている、緩和されている。もう誰が

なってもしようがない、かかったときに自

分たちがどういう行動をとればいいんだ、

というような意識に、意識の変革が起きて

きている、というのが今現状であろうと思

いますので、その辺の情報をまずしっかり

と開示していくということをお願いしたい

なと。 

やはり町として、アナウンスをしていく

中で、現状、足寄町はステージⅢですよっ

て、爆発的に感染する可能性がありますと

いうのも、はっきりと言ってしまっても僕

はいいのかなと思います。そうした中で、

それに向けていろんなところを各所を、ケ

アをしていく、どういう対処をしていく、

こうならないためには自分たちがどういう

制限をしなきゃいけないんだっていうこと

をみんなが共有した情報の中で動いてい

くっていうことを、共通認識として町とし

て発信をしていければ、僕は非常によくな

るのかなというふうに思っているのですけ

どその辺はいかがでしょうか。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 福祉課長で

す。年代によりまして、やっぱり認識がま

だ違うのかなというふうに思っておりまし

て、そのように今の現状と周りに対するケ

アといいますか、そういうものに対する考

え方っていうのは様々なのかなというふう

に思っておりまして、まだやっぱり爆発的

とか、例えば感染が広まっていますとかと

いうふうになりますと、やっぱりそれに対

して非常にやっぱり不安に思われる方もい

らっしゃると思うので、そこはちょっと公

表の仕方といいますか、表現の仕方っての

は非常に難しいのかなというふうには思っ

ておりますけれども、町としましても日々

の感染状況というのをやっぱり、広報とか

ではちょっと遅過ぎるかなというかやっぱ

り時期があると思いますので、ホームペー

ジとかで随時公表させて頂きながら、皆さ

んに知って頂くしかないのかなというふう

に考えております。 

○議長（吉田敏男君） ９番。 
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○９番（髙橋秀樹君） やっぱりそういう

ふうに、やはり情報開示していくというこ

とが大切と思います。その辺、町長の方は

どのようなお考えを持って、今、非常に足

寄町の中、蔓延をしている中で町長として

どのようなお考えを持ち、どのようなこと

をやっていこうというふうに考えているの

か、お聞かせを願いたいと思います。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。 

○町長（渡辺俊一君） 今まさに今日の御

挨拶の中でも触れさせていただきました行

政報告の中でも触れさせていただきました

けれども、連休前ぐらい、４月の下旬ぐら

いから急激に感染が増えてきているという

状況であります。 

町としてこう把握して出せるっていう情

報ってそんなにいっぱいあるわけではなく

て、やはり新聞などでも出されているよう

に１週間単位、その前の週の土曜日から日

曜日までですかね、その１週間の中で例え

ば足寄町では何人感染していますよだと

かっていうようなことしか公表はされてお

りません。 

そういった意味で新聞等で出されてく

る、そういう情報しかないという状況であ

ります。そういう中で、例えば１週間の中

で６０何人もというのはやはりインパクト

の大きな報道なのかなというふうに思って

います。 

例えば、町の所管している施設で発生し

たよというのは、その情報として、町とし

て把握をちゃんと出来ていますので、そう

いった部分については、なるべく早急に情

報を開示すると、知らしていくと、町民の

方たちに知らせていくということを考えて

います。 

ですから確かにホームページでちょっと

見づらい、こう掘り下げていかないとなか

なか見えないとかっていう部分もあります

けども、これは決して隠しているわけでは

なくて、たまたまそのホームページのシス

テム的なものでそういう形になっているだ

けですね、もうちょっとこの見やすく、と

いうかきちんと公表はして、町民の皆さん

に知っていただく、そして、町民の皆さん

もそれを見ながら、どう行動していくの

かっていったところですね考えていく、と

いうような形で進めていかなければならな

いのかなというふうに思っているところで

あります。 

それで基本的に今までも言っております

けれども、感染症の関係でいきますと道が

やっぱり主管でありまして、町としてはな

かなかその、表でなかなかやれるところっ

て少なくて、先ほども言いましたように情

報自体ももうそんなに多くあるわけではな

いというようなところであります。 

そういったことで、多分、陽性になった

方だとか、それから濃厚接触者になった方

だとかっていうのはきっと保健所の方か

ら、こうこうしてくださいっていうそうい

う何て言うのですかね、行動制限だとか、

こういう行動をしてくださいと、例えば一

緒に家族と一緒に住んでいるときには消毒

だとか、ちゃんと生活空間というかそうい

うもの分けてだとか、共有するところは

ちゃんと使ったら消毒してくださいだと

か、そういうことがきっと指導されている

のだろうというふうに思っています。 

ただ先ほどお話あった自主的に濃厚接触

者ということで、自主的に行動制限をして

いるよという方たちについては、なかなか

そういったところがやっぱりわからないと

いう部分がありますので、やはり、そう

いった部分、先ほど福祉課長が言っていま

したけども、いろんな形で町民の皆さん

に、保健所からちゃんと指導される方たち

はいいけれども、そうじゃない方たちが不

安で生活をするのにどうしたらいいのかと

言ったところを、そういったところ町とし

ても、何かこうきちっとお知らせするよう

な、そんな形ができればいいかなというふ

うに思っているとこであります。 

以上でございます。 
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○議長（吉田敏男君） 他に質疑はござい

ませんか。 

３番。 

○３番（進藤晴子君） すいません関連で

もう一つです。 

今の足寄町の状態は、行政の方とかそう

いう方たちは情報が行政の方に来ると思い

ますが、一般の方は来ませんよね。 

個人情報で、休み明けなのですけれど

も、かなりの方増えていまして、休み中に

感染した人がどっとうちは押し寄せたので

すけども、うちは、医師１人看護師１人で

やっておりますので、どう考えても１日で

２４～５人が精いっぱいで、連休明けに１

０人以上の方をお断りするしかなかったの

ですよね。それが熱が８度９度でてると

言っても、見られないものは見られないの

で、ほかを当たってください。帯広や池田

の方もやっている。本別は、本別の国保も

やっているし個人もやっているので、どっ

か見つけてくださいって言うしかなかった

のです。 

大変つらい思いしました。やっぱり足寄

で、具合悪い人はやっぱり足寄で見てあげ

たい。私はそういうふうに思っています。   

他町の国保病院さんがやっているのにも

かかわらず、うちの国保が出来ないってい

うのは、その辺をちょっと教えていただい

ていいですか。 

構造上の問題でしょうか。 

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（保多紀江君） 福祉課長で

す。診療体制のことですので、私の分かる

範囲で、ちょっとお答えさせていただきた

いと思うのですけれども、国保病院に関し

ましては、今おっしゃるように構造が、入

り口が一つというふうになっておりまし

て、発熱した方を受けるとかそういうとこ

ろとの区別が出来ないというふうに聞いて

おります。 

また、透析もやっておりましてそういう

ちょっと感染したときに、非常にリスクが

高い診療科目もあるということで、現在の

ところは出来ないというふうに聞いており

ます。 

以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） 透析に関しては隣

の町もやっております。 

その構造上の問題で発熱外来を開いてな

いっていうことで道と契約してないってこ

とで出来ないっていう話みたいなのです

が、１番最初のときに、去年、その前もっ

と全然、発熱外来なんて開くあれもないっ

ていうようなときに、とんでもない発熱者

が出たらどうするのだというような話を病

院間でお話をしたと思うのですよね。その

ときにそういうときは場所を決めて、そこ

で発熱外来開いた方がいいねってことで３

病院でお話をしてあると思うんですけど、

それは一体どのラインでするべきなのかっ

ていうことが、私もわからないし、どう考

えてらっしゃるか、これちょっと町長にお

伺いしたいと思います。どのくらいの時点

で、ステージでもいいですし、どのくらい

の時点で、発熱が足寄町の発熱ガイドを開

き、検査をできるとスムーズに検査をし

て、治療につなげていく、そういう体制が

とれるのかどうか。そこはちょっとよくわ

からないので、どう考えてらっしゃるか教

えてください。 

○議長（吉田敏男君） 町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 発熱外来の件であ

りますけども、発熱外来を開設する、そう

いう基準だとかっていうのは、特に今のと

ころまだ設けているわけではございませ

ん。以前に話されたときにも、たぶん先ほ

ど言ったように、町国保病院の中で構造的

な問題もあって、なかなか出来ないという

こともあって、発熱外来を開くとすれば、

また別な場所を設けて、会場を設けてとい

うようなことをだとかというようなこと

で、話がされていたということで聞きまし

たけれども、そういうことで、今段階でど
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ういう基準になったらその発熱外来をつく

るのだというところについては、特に基準

というものは設けていないということであ

りますので、今後の、また現状の中含めて

どうしていく、どうしていくべきなのか、

発熱外来を設けなきゃならないのかどうな

のか、そういったことも含めて、検討させ

ていただきたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） ３番。 

○３番（進藤晴子君） わかりました。

ちょっと話が進んでしまったので、その件

についてはわかりました。 

あと、先ほど情報開示ということで、高

橋議員の方からもおっしゃっていましたけ

ど、どんどんやっぱり患者さんの方も進ん

でいまして、今は治った方が保険とか、そ

ちらの方に保険でもかかれるということ

で、補助が出るっていうことで、その申請

用紙だとか、そういうことで話がどんどん

どんどん進んでおります。その辺のこと

も、厚労省からも、療養証明書、保健所で

出しているみたいなので、その辺のことも

ちょっと出して頂けたら、電話とか直接的

に来られる方も結構いらっしゃいますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（吉田敏男君） それでは他に、衛

生費、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） それでは次、１０

ページにまいります。 

１０ページ、第６款農林水産業費、質疑

はございませんか。 

８番。 

○８番（川上修一君） 牛乳の消費拡大の

関係。１７ページに説明資料があるので、

それを見ていたのですけれども、６月１日

が牛乳の日なんて自分知らなかったもので

すから、いいところに着眼したなと思っ

て、感心したったら偉そうですけども、何

かいいとこ見つけたなと思って見たのです

けれども、牛乳券を各世帯に１世帯当たり

１，０００円配布しますとあるのですけれ

ども、もうちょいその実施内容の、例えば

その券を何日ぐらい使える期間があるだと

か、使える店がどうだとか、ちょっと詳細

についてお聞きします。 

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） 経済課長で

す。券の使用期限なのですけど、送るのは

牛乳贈答券というものになりますから、そ

れについては期限がありません。期限がな

いので、いつまでたっても使えるというふ

うな形になっております。 

あと使えるお店につきましては、基本的

には牛乳を売っているお店については使え

るのかなと思っております。 

あとですね、配付する方法とかですけれ

ども、これにつきましては、各世帯１，０

００円ということで、郵便局の配達の記録

が残る郵便がありますので、そちら活用し

て全て配達がされたということを確認して

行う予定でございます。 

以上です。 

○議長（吉田敏男君） ８番。 

○８番（川上修一君） 使えるお店なので

すけども、牛乳が売っているとこはどこで

も使えると。それはそれでいいのかもしれ

んけど、私が思うには、町費を出すのです

から、町内事業者に限定していただけたら

なあと思ったのですけど。もう農協と詰め

た後だから、言ってもしょうない、多分

きっとね。どうなのでしょうかね。 

○議長（吉田敏男君） 経済課長、答弁。 

○経済課長（加藤勝廣君） こちらの牛乳

贈答券ということでホクレンが出している

ものなのですよね。 

それは北海道限定でしか使えないという

ことなのですけれども、北海道であればど

こへ行っても使えるというものになりま

す。ただ、町内限定っていうことになると

なかなか難しいのかなということになりま

す。 

ただ、その中のチラシの中には、なるべ
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く、町内で御使用くださいということで、

お知らせはする予定としております。 

○議長（吉田敏男君） ８番。 

○８番（川上修一君） わかりました。ホ

クレンで出している牛乳贈答券っていうこ

となのですね。なるだけ町内で使ってくだ

さいっていうのも入れて配るということで

すね。はい、わかりました。 

それと、質問ではないのですけども、実

は３月に、この関係一般質問した後、管理

職組合と、それから職員組合さんが３月末

に牛乳消費拡大をしてくださったっていう

話を議会事務局から聞きました。 

どうもありがとうございました。 

以上です。 

○議長（吉田敏男君） 他に、農林水産業

費、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） それでは次に参り

ます。 

第１０款教育費、質疑はございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 歳出の総括でござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） それでは６ページ

にお戻りください。 

歳入一括で行います。 

質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 歳入総括ございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） それでは２ページ

にお戻りください。 

第２表地方債補正、変更１件、質疑はご

ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 全体に対する総括

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わ

ります。 

これから討論を行います。 

討論はございませんか。 

 ９番、反対討論でよろしいですか 

○９番（髙橋秀樹君） 反対討論をさせて

いただきます。 

今回の足寄町の一般会計の補正予算案の

足寄町営温泉浴場新築事業費について、反

対をさせていただきます。 

やはり今までいろいろと短い期間ながら

もね３億円でやりますと、町民とのお約束

をちゃんとしていた中で、今回出てきた事

業費が４億円を超える、まさしくまだ４億

超になっていくと４億２，０００、５，０

００になるのかちょっとどうなのかわから

ないですけども、そういった中で今回の議

論がされ尽くされているとは私は思ってお

りません。 

やはり町民に対して、しっかりとした説

明責任を果たした後に、こういう事業を

行っていくべきであろうと私は考えており

ます。 

よって今回、この件に関しては、私の方

は、反対をさせていただきます。 

○議長（吉田敏男君） 他に、反対討論は

ございますか。 

７番。 

○７番（髙橋健一君） 反対討論をさせて

いただきます。 

何と言うのですかね、まさに青天の霹靂

で、急に１億円以上の補正が組まれたとい

うことで、もう今とにかく高橋健一お前賛

成できるか、なかなか自分の気持ちが賛成

に向かえません。 

やはり、頭をかすめたのは、本当に町民

はどういうふうに考えているのか、これで

いいのかと。こんなにかかるならやめた方

がいいのじゃないか。ましてやこれから不

透明な状況の中で、さあその今、賛成、反

対、そういう自分で結論を出すことは出来

ません。 
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だから、今回での決定に関しては、高橋

秀樹議員と同じように、反対をさせていた

だきます。 

以上です。 

○議長（吉田敏男君） 他に、反対討論は

ございますか。 

３番。 

○３番（進藤晴子君） 町長のお考えも、

この資料も大変よくわかりますし、一度賛

成しているものですから、本当に考えたの

ですけれども、やはり現時点で私は賛成反

対を決めることが出来ない。 

であれば、やはり高橋議員たちがおっ

しゃったように、町民にもう一度問いかけ

るべきではないかと思いますので、反対討

論とさせていただきます。 

○議長（吉田敏男君） 他に、反対討論は

ございますか。 

４番。 

○４番（榊原深雪君） 反対討論させてい

ただきます。 

私も本当に温泉のことにつきましては早

く進めてほしい、お願いしますっていうこ

とで賛同していたのですけれども、今回の

この予算をみますと、私たちにすれば突然

の数字でしたので、このことにつきまして

は、ほかの高橋議員さんの質問にありまし

た、やっぱり議論は尽くされてないって。

ここは議論の場ですので、それがされてい

なかったっていうことは、この提案される

前にもっと議論をしたかったっていうこと

が根底にあるのではないかと私は察してお

ります。 

そしてこれからの問題として、この理由

を述べられておりますよね。幾つかの。原

油高とかいろいろ出ていますけれども、こ

れも、補助金が１，０００万と予算されて

いましたら、それが原因であれば燃料はな

くして、お風呂入れませんので、それに対

する補助金なんかももちろん４０％近く上

がると思うのですね。そして入浴料金を果

たして、町民に提示したこの金額はそれが

できるのかどうかっていうことも、ちょっ

とまだ議論され尽くされておりませんの

で、これからまだこういうことをしていか

なきゃならないなっていうまだ中途半端な

感じしておりますね。 

そして、私、老人ホームのことで３月に

も質問させていただきましたけども、この

ウクライナ情勢の中で、こういうことは起

こりませんかって、木材の高騰とかも考え

られませんかっていう質問したときに、そ

のときに対応して考えますっていう答弁

だったのですね。で、それは、町長ではな

くて別の課長であるのですけれども、その

とき考えればいいっていう問題なのかとい

うことが、ちょっと疑問符を感じましたの

で、この点では、やはりもう少し考慮して

頂きまして、提案して頂きたかったなとい

うところを持ちまして、反対討論とさせて

頂きます。 

○議長（吉田敏男君） 他に反対討論ござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） それでは賛成討論

を、お願いをいたします。 

 １２番 

○１２番（井脇昌美君） 賛成討論をさせ

ていただきたいと思います。 

各議員さんから一連の意見が反対をされ

た、今の反対討論の意見も十分理解をする

ところでもございます。 

当然、この１億数千万というのが増額に

なったのは、このような事態で事業増の要

因というのをしっかりと町の方からも、示

して頂いております。 

もう一つ加えれば、二川議員さんのおっ

しゃったとおり町民にもっと違うこの誤差

を、また機会あれば説明していただければ

結構ではなかろうかなと。町民の方には３

億円ちょっとの金額で浴槽が建設されるっ

ていうことは、町民はみんなわかっている

わけですから、この誤差をもう一度機会あ

れば説明していただいて、今までの議論、
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全員協議会がやればいいという意見も出ま

したけど、全員協議会、今の流れで全員協

議会をしたからと言って、決してこの値段

が縮小されたかっていったらそうはならな

いです。これは止めようのない、災難が急

に降って、発生したようなことなものです

から、我々が考える以上に町の方も本当に

苦労なされたということを、推移をさして

いただいて、説明からも十分伺えたもので

ございます。今の時点でしっかりと、これ

から先というのは、神にもわからないわけ

ですから、垂れ流しをどんどんどんどん進

めて話がまとまらないようでは困ると思い

ます。 

今の時点で、町長が決断したということ

を、私どもは賛同したいと思います。賛成

討論といたします。 

○議長（吉田敏男君） 他に賛成討論ござ

いませんか。 

１１番。 

○１１番（木村明雄君） この温泉施設の

ことについては、やはり風呂のない人、そ

ういう形の中で、皆さんそれぞれに５０人

から、そういう人がいたということで、む

すびれっじですか、そこにまず風呂を貸し

ている段階なのですよね。そして皆さんが

それぞれに、やはり大変な思いをしなが

ら、だからむすびれっじに入っているその

人たちは、何だ私らの風呂にほかの人が入

らなきゃならないのだと、そういう考え

だって中にはあったのだと思うのですよ

ね。 

そういう形の中で、１日も早くやはり温

泉が欲しいと。そういうことの中でやはり

町長も、町長に出るときにはやっぱり温泉

熱を利用した形の中で、前向きな形の中で

やっぱり考えたいという公約があったと。

それについて私も、そういう考え方の中で

も進んできたわけで、だからここで確か

に、いろんなことがありました。三笠通

り、あそこにも温泉ができるかもしれな

い、できるという形の中で、計画を立てた

のだけども、これは議会がやはりまだ時期

早尚ではないかと。国道も余りにも近い、

それから場所も狭い、そんなことでいろい

ろあったのだと思うわけでね。そのあとか

らですよね。そのまんまの状態で、温泉の

ない人は、やはり苦労してきたということ

の中で、私は一般質問をさせてもらったわ

けでね。 

そこでですね、これから先に向けてやは

り、これは先ほどもこれについては賛成意

見ではなかったけども意見をさせていただ

いたわけなのだけども、やはり、私はこれ

についてはちょっと１億円も、これは確か

に上向きに、これ出てきたということは本

当に自分としても、これ本当に前向きに進

むのだろうか。残念に思ったわけなのだけ

ど町長の考え方も、そこでお聞きをいたし

ます。先ほど、ここで町の財政はどうなの

だと。財政状況っていうか、これはどうな

のだと。そして総体的に見て足寄町はどう

なのだということもお伺いをしたところで

あります。 

そこでやはり、私の先ほどから言ってい

るように、個人的な考えとしては、これだ

け皆さんが、やはり浴場のない人がいるわ

けだから、それに基づいた形の中で、１日

も早く、私は前向きな形の中で完成してほ

しい、ということをお願いしたいと思いま

す。 

○議長（吉田敏男君） 他に。賛成討論ご

ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） これで討論を終わ

ります。これから議案第５４号令和４年度

足寄町一般会計補正予算の件を採決をいた

します。 

（「動議」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） ９番。動議。 

○９番（髙橋秀樹君） 令和４年度足寄町

一般会計補正予算案について、一部修正を

願いたいと、そのように思います。 

足寄町営浴場施設の事業について、この
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部分を削除を願いたいとそのように思いま

す。 

○議長（吉田敏男君） ただいま、髙橋９

番議員の方から、修正の動議が出されまし

た。 

この動議につきましては、２名以上の賛

成が必要であります。 

そこで、ただいまの高橋議員の修正の動

議に対しまして、賛成の方の挙手をお願い

をいたします。 

（賛成者挙手） 

○議長（吉田敏男君） 動議は成立をいた

しております。 

ここで、暫時休憩をいたします。休憩中

に、修正案の提出を、私の方にお願いをい

たします。 

午後２時 ８分 休憩  

午後３時 １分 再開  

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。 

議案第５４号に対しまして、髙橋秀樹議

員からほか１名の方から、御手元にお配り

をいたしました修正の動議の提出がありま

した。 

２名以上と認め、この動議は成立をいた

しました。 

これを本案とあわせて、議題として提出

者の説明を求めたいと思います。髙橋秀樹

君。 

９番。 

○９番（髙橋秀樹君） 修正動議 議案第

５４号令和４年度足寄町一般会計補正予算

（第１号）。上記の議案に対する修正を別

紙のとおり提出する。 

修正の理由。衛生費、保健衛生費、環境

衛生費、及び教育費、保健体育費、総合体

育館運営費において、足寄町営温泉浴場新

設事業の事業経費が計上されているところ

であるが、急激な資材費の高騰等により、

予算規模が大幅に高額となっていることか

ら、今後の状況を見据え、町民に本事業の

必要性の理解を得るためにも、いましばら

くの時間が必要であり、さらに議論を尽く

すことが肝要であると考え、以上のことか

ら、町営温泉浴場新設事業に伴う予算を減

額することが望ましいと判断する。 

以上です。 

○議長（吉田敏男君） これから議案第５

４号に対しまして提出されました、修正議

案について採決をいたします。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、修正議案のとおり決定すること

に賛成の方は起立願います。修正議案に賛

成の方です。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） ５名。起立少数で

す。 

よって、本議案５４号に対する修正議案

は否決をされました。 

続いて、議案第５４号令和４年度足寄町

一般会計補正予算（第１号）の原案につい

て、原案について採決をいたします。 

この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり、決定することに賛

成の方は起立を願います。 

原案のとおりです。原案です。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 起立多数です。し

たがいまして、議案第５４号令和４年度足

寄町一般会計補正予算（第１号）の件は、

原案のとおり可決されました。 

 

◎ 散会宣告 

○議長（吉田敏男君） 以上で、本日の日

程は全部終了をいたしました。 

本日はこれで散会をいたします。 

次回の会議は、５月１６日午前１０時よ

り開会をいたします。大変御苦労さまでご

ざいました。 

午後３時 ５分 閉会 
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